
四季の変化に富み、雪にはぐくまれた水と緑あふれる本県の環境は、ふるさと新潟の発展の

基盤であるばかりでなく、生活に安らぎと潤いをもたらしてくれています。私たちには、美し

い山、きれいな川や海のある新潟の環境を守り、その価値を高め、健全な状態で将来の世代に

継承していく責任があります。

今、私たちの周囲には、地球温暖化などの地球規模の環境問題や化学物質による環境汚染、

廃棄物の多量排出に伴う環境問題など、その解決を21世紀に引き継がざるを得ない困難な課題

が山積しています。これらの課題は、いずれも大量生産、大量消費及び大量廃棄を基調とする

社会経済や生活様式の定着など、人間の活動に伴う環境への負荷が増大したことにより生じた

ものです。本県においても、開発に伴う自然破壊、生活排水などによる都市・生活型の環境問

題、化学物質による環境汚染、廃棄物の処理に伴う諸問題などへの対応が急務となっています。

また、人類生存の共通基盤である地球環境を保全するため、自然と共生した社会や資源循環型

社会の構築を目指した取組を進め、地域から環境への負荷を軽減していくことが重要となって

います。

このため、県としては、平成７年に新潟県環境基本条例を定めるとともに、平成９年３月に

は、同条例に基づき平成18年度までの10年間における本県の環境保全施策全般の方向を定めた

「新潟県環境基本計画」を策定し、多岐にわたる環境保全施策の総合的、計画的な推進を図っ

てまいりました。また、平成10年３月には「地球にやさしい新潟県の率先行動計画」を策定し、

県も、消費者あるいは事業者の立場から、日常業務における環境にやさしい行動への率先した

取組みを進めております。

県としては、これらの計画に従い関連施策の一層の充実を図るとともに、県民、民間活動団

体及び事業者の積極的な参加と協力並びに市町村との連携により、自然と人間が共生し、環境

への負荷の少ない持続的発展が可能な社会づくりを進め、新潟県環境基本計画の基本目標であ

る「健全で恵み豊かな環境の確保と継承」を実現してまいります。

本書は、新潟県環境基本条例に基づいて、平成11年度の環境の状況並びに環境の保全の施策

に関する概況を取りまとめたものです。県民の皆様一人一人が環境保全について理解と関心を

一層深め、今後の積極的な実践活動に本書を役立てていただければ幸いです。

平成12年９月

新潟県知事　平　山　征　夫



本書についてのお問い合わせは、新潟県環境生活部

環境企画課（ＴＥＬ025－285－5511）あて

御連絡下さい。
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第１節　健全で恵み豊かな環境の確保と継承

緑の山並みを背景に、日本海に向かって肥沃で広大な平野の開ける「ふるさと新潟」は、四季の変化に富

み、雪にはぐくまれた水と緑あふれる恵み豊かな自然環境に支えられ、発展してきた。

過去には、新潟水俣病を始めとする深刻な環境汚染などを経験したが、これらを大きな教訓として、一連

の公害・環境法令、県公害防止条例、県自然環境保全条例等の的確な施行・運用により環境の保全に努めて

きた。これに民間の努力があいまって、企業活動等による従来型の公害・環境汚染については、着実な改善

がなされ、当県の環境の状況は全般的にほぼ良好な状態で推移するまでに至っている。

しかし、一方では、今日の大量生産、大量消費及び大量廃棄型の社会経済活動や生活様式の進展とともに

人間活動が自然界での健全な物質の循環をゆがませつつあり、化石燃料の使用などを通じた環境に与える負

荷は自然の持つ復元力を超えるまでに増大するなど、地球温暖化を始めとする地球規模での環境破壊が問題

となっている。全国的にも自動車交通による大気汚染や生活排水による水質汚濁など、都市・生活型の公害

は改善が遅れているほか、ダイオキシン・環境ホルモン問題、廃棄物の増大など県民の生活に密着した問題

が顕在化してきている。また、消融雪用地下水の使用に伴う地盤沈下、各種開発行為に伴う自然環境の悪化、

都市化に伴う自然とのふれあいの減少といった地域の環境問題も生じている。

国においては、平成６年の環境基本計画の策定など、21世紀に向けた環境施策の新たな枠組みが示され、

９年12月には地球温暖化防止京都会議において国際的な仕組みなどが合意された。当県においては、環境基

本法を踏まえた県の環境施策の新たな枠組みとして、７年に「新潟県環境基本条例」を制定するとともに、

８年には旧新潟県公害防止条例を改正して「新潟県生活環境の保全等に関する条例」を制定するなど、現在

及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に向けた取組を進めてきた。また、これまでの課題や環境問題

をめぐる国際的・地域的な動向などを踏まえ、環境基本条例の理念の実現に向けた「新潟県環境基本計画」

を９年３月に策定し、その具体的な取組の一つとして「環境にやさしい新潟県の率先行動計画」を10年３月

に定め、県自らの日常業務における環境への負荷の低減を進めているところである。

今後も、美しい山やきれいな川・海のある恵み豊かなこのふるさと新潟の環境を、健全な状態で確保しつ

つ、将来の世代に継承していくため、県民、事業者及び行政の自主的・積極的な参加と連携の下、各種の環

境施策を総合的に推進していく必要がある。
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第１　新潟県環境基本条例等の施行

都市・生活型の公害、廃棄物の増大に関する諸問題や地球規模での環境破壊などの今日的な環境問題に適

切に対応し、県民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保するため、７年に「新潟県環境基本条例」を

制定、施行した。この条例は、環境の保全について、基本理念を定めるとともに、県民、事業者及び行政の

責務や環境施策の基本となる事項を定めている。

本条例は、都市・生活型公害、多様な化学物質による環境汚染、地球環境問題など従来の枠組みでは処理

できない問題の顕在化に対応するとともに、今日の課題に対応した公害対策の拡充を図るために、８年10月

に新潟県公害防止条例を抜本的に見直して制定したものである。

具体的には、水環境保全基本方針の策定、生活排水対策の推進、有害化学物質の適正管理等の推進、資源

の循環的利用等の推進及び地球環境保全に関する施策の推進に係る規定並びに大気汚染防止法等の改正に合

わせた条例規制施設への規制措置の拡大、カラオケボックス等の営業騒音の規制、近年問題となっている公

害（粉じんの飛散防止、建設工事に伴う水質汚濁、土壌汚染等）に関する措置に係る規定を整備した。
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環境への負荷の少ない�
循 環 型 社 会 の 構 築 �

地 球 環 境 保 全 へ の �
積 極 的 な 取 組 �

県民等の参加による施策の推進�
�
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第２　新潟県環境基本計画の推進

環境基本条例に基づき、環境の保全に関する広範な施策を総合的かつ計画的に推進するための最も基本と

なる計画として平成９年３月に策定した。９年度から18年度までの10年間を計画期間として定めたこの計画

では、環境の保全に直接関係する施策や事業はもちろんのこと、市町村、民間等を含め、環境に影響を及ぼ

す施策や事業もこの基本計画との整合に配慮されるものと位置づけている。また、行政、県民、事業者の各

主体が果たすべき役割や環境の保全に向けた具体的な取組の指針も示しており、「健全で恵み豊かな環境の

確保と継承」の実現に向け、「環境倫理」ともいうべき環境保全を優先する考え方の浸透に努め、一人ひと

りの生活や事業活動からの環境への負荷の低減に自主的かつ積極的に取り組む地域社会の構築を基本方針と

している。

総 論 編 �
県の環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進の方策及び県が市町村・�
県民・事業者の参加・協力を得て進める施策�
�

第１章　計画の基本的事項� 計画策定の背景、位置づけと性格、計画の期間、対象�
地域、対象とする環境の要素�

第２章　基本方針・目標・施策の体系� 環境保全の基本方針、長期的目標、環境保全の共通基�
盤の整備、施策の体系�

第３章　施策の推進� 長期的目標を達成するための県の施策方針�

第１節　自然と共生した潤いのある社会づくり�

第２節　環境に負荷の少ない循環型の社会づくり�

第４章　環境基本計画の推進�
�

取 組 編 �
環境の保全に関して行政・県民・事業者それぞれが取り組んでいくための具体的な�
視点又は行動�

第１章　主体別環境配慮指針�
�

第２章　地域別環境配慮指針�

第３節　地球環境問題に積極的に取り組む社会づくり�

第４節　県民参加で環境保全に取り組む社会づくり�

第５節　環境保全の共通基盤の整備�

各主体の役割　�
計画の推進�

行政・県民・事業者それぞれの取組の指針�

地域ごとの環境の概況と取組の視点�

環境基本計画の全体構成�
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新潟県環境基本計画に基づき、県も一つの消費者・

事業者であることを踏まえ、県自らの日常業務におけ

る環境負荷の低減を図るため、10年３月に「環境にや

さしい新潟県の率先行動計画」を策定し、各所属、職

員一人ひとりが環境にやさしい行動に取り組んできた。

その後、11年４月に施行された「地球温暖化対策推

進法」において、地方公共団体に対し、自らの事務・

事業に関し、温室効果ガスの排出抑制等のための実行

計画の策定が義務づけられたことから、12年３月27日

付けで率先行動計画を改正し、実行計画として位置づ

け、取り組むこととした。

＜率先行動計画の概要＞

次の観点から76項目にわたり具体的取組内容を定め

るとともに、12の数値目標を設定した。

ª省エネ・省資源対策

ª環境にやさしい製品の購入・使用

ª県の建築物の建築、管理等に関する取組

ª廃棄物の排出削減とリサイクルの推進

健全で恵み豊かな水環境を確保し、これを良好な状

態で将来に継承していくため「新潟県生活環境の保全

等に関する条例（平成８年10月全面改正）」に基づく

温室効果ガスの総排出量の削減

電気使用量の削減（＊２）

都市ガス、ＬＰガス、灯油・重油
使用量（＊２）

自動車燃料使用量の削減（＊２）

水使用量の削減（＊２）

コピー・浄書用紙使用量の削減
（＊２）

古紙100％、白色度70％以下のコ
ピー・浄書用紙の使用割合

古紙70％以上、白色度70％以下の
印刷用紙の使用割合

数値目標
（＊１）

－４％

－５％

－15％

－５％

－５％

－10％

100％

70％

古紙100％トイレットペーパーの
使用割合

アスファルトコンクリート塊及び
コンクリート塊の再資源化率

廃棄物排出量の削減（＊３）

リサイクル率（＊４）

100％

100％

－25％

50％

項　　　　　目

（＊１）９年度実績に対する13年度末までの目標
（＊２）病院については、10年度の使用量を超えない。
（＊３）病院については、10年度の排出量を超えない。
（＊４）病院については、10年度のリサイクル率を下回�
　　　　らない。

方針として定めたものである。この方針は本県の水環境をとりまく状況と課題を明らかにし、整理するとと

もに本県が目指す水環境の保全に向けた総合的かつ長期的な取組の方向と具体的な計画を示し、県民、事業

者、行政が連携して進めるために策定したものであり、「新潟県環境基本計画」の水環境保全分野の個別の

方針・計画と位置付けられるものである。

この方針は、概ね10年間を対象期間とし、河川、湖沼、海域及び湖沼等の水辺地並びにその周辺地域を対

象に、水質、水量、生物、水辺と周辺環境を保全するとともに、水と親しめる河川環境の整備に努めること

としており、次の５つの指針を定めた。①清らかな水と多様な生物を育む水域を保全する。②豊かな水の流

れと健全な水循環を確保する。③きれいで安全な水を確保する。④自然豊かで親しみのある水辺環境を保全

し創出する。⑤水環境保全に向け共同参加による取組を進める。
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第１節　自然と共生した潤いのある社会づくり

第１　自然環境の保全と活用

a

近年、自然環境の保全の重要性が社会的に認められるようになってきたが、経済活動あるいは日常生活

レベルで考えるときに、様々な行為の中で自然環境を保全するということは、必ずしも優先順位の高い概

念として存在しているとはいえない。現状においても、地域の経済社会活動が増大するにつれ、少しずつ

自然環境の悪化が進行しつつある。

このような状況の中で新潟県の豊かな自然環境を確保し、将来の世代に継承していくため、各種の保

護・保全に関する施策を進めている。

s

ア　自然環境保全地域等の指定

県内の優れた動植物・地形地質・文化史跡等の自然環境を保全するため、新潟県自然環境保全条例に

基づき「自然環境保全地域」及び「緑地環境保全地域」を指定している（表１－２）。

しかしながら、近年の社会状況の変化から地域指定がしだいに難しくなってきており、県民の理解を

得るためにも更に自然保護への意識を高める必要がある。

イ　特定地域自然環境保全事業の実施

自然環境保全地域等の保護管理を図るために、巡視歩道（木道）、規制標識等の施設整備を実施して

いる。

11年度は、表１－１のとおり巻機山の植生復元工事を実施した。

塩 沢 町 巻 機 山

計

工　　　種
植 生 復 元 工 事
丸 太 階 段 工
丸 太 筋 工

数　量

90 基
100 ｍ

事業費（千円）

6,777

6,777

指定地域名称等

魚沼連峰県立自然公園

施　　行　　地

表１－１　11年度特定地域自然環境保全事業
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１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

合
　
計

地　域　名

権現堂山、唐松山

龍 ヶ 窪

鉾ヶ岳、権現岳

※ 菖 蒲 塚

※ 愛 宕 山

宮 久

鳴 海 山

鈴 ヶ 滝

宝 珠 山

月 山

と ど の 森

裏 巻 機 渓 谷

小 松 原

爼 倉 山

御 神 楽 岳

郡 殿 の 池

男 池

土 井

中 峰

マ イ コ ミ 平

桃 崎 浜

谷 内 池

※ 大 沢

※ 秋 葉 神 社

※ 護 摩 堂

※ 山 王 森

※ 不 動 山

※ 長 安 寺

明 神 岩

※ 定 正 院

金 山 谷

上 の 平

自然環境保全地域

緑地環境保全地域

合 計

所　在　地

広神村　江口ほか
守門村　須川

津南町　谷内

糸魚川市大平ほか
能生町　島道ほか

巻　町　竹野町

村松町　村松

黒川村　宮久ほか

朝日村　高根

朝日村　高根

安田町　保田

上川村　豊川

栃尾市　西中野俣

六日町　永松

中里村　倉俣

新発田市　赤谷

上川村　広谷

小千谷市　東吉谷

小千谷市　川井

上川村　大倉

豊浦町　本田

青海町　田海

中条町　桃崎浜

三和村　浮島ほか

柏崎市　大沢

青海町　青海

田上町　田上
五泉市　菅沢

聖籠町　次第浜

糸魚川市　越

川西町　上野

朝日村　葡萄

長岡市　鷺巣町

青海町　橋立

両津市　北松ヶ崎　　　　馬首

23地域

９地域

32地域

保 全 対 象

植　物（アズマシャ
クナゲ）

湖　沼

植　物（ホンシャク
ナゲ）

史　跡

樹　林

植物（ハンノキ、ミ
ズバショウ）

ブナ天然林

地形（滝）
ブナ天然林

ブナ天然林

動　物（鳥類）

動　物（鳥類）

地　形（渓谷）

亜高山性植生及び湿
原

スギ天然林

亜高山性植生

湖　沼

湖　沼

植　物（コウヤマキ）

湿　原

カルスト地形
天然林

海　岸

湖　沼

樹林（ブナ林）

樹林（タブ林）

城跡、ツナギガヤ自
生地及び樹林

樹林（アベマキ林）

城跡、樹林
（アカシデ林）

樹林（ブナ林）

植物の自生地

樹林（ブナ林）

稀産鉱物

湖　沼

地　区　別　面　積（ha）

特　別

107.00

75.42

89.52

5.95

2.58

46.49

306.24

54.45

405.00

0.70

0.40

16.77

1.20

86.71

1.18

4.75

1,204.36

1,204.36

普　通

68.70

8.36

598.59

2.43

5.94

1.76

89.50

4.10

5.77

4.20

16.52

4.29

3.28

0.82

8.62

2.67

6.60

5.28

0.79

2.27

804.06

36.43

840.49

合　計

68.70

8.36

598.59

2.43

5.94

1.76

107.00

75.42

89.52

5.95

2.58

46.49

306.24

143.95

405.00

4.80

6.17

16.77

5.40

86.71

16.52

4.29

3.28

0.82

8.62

2.67

6.60

5.28

1.18

0.79

4.75

2.27

2,008.42

36.43

2,044.85

指定年月日
（特別地区）

49．７．９

49．７．９

49．７．９

49．７．９

50．７．22

51．３．31

51．12．28
（54．２．20）

51．12．28
（54．２．20）

51．12．28
（54．２．20）

51．12．28
（54．２．20）

51．12．28
（54．２．20）

51．12．28
（54．２．20）

51．12．28
（54．２．20）

53．５．30
（54．２．20）

54．２．20
（54．２．20）

54．２．20
（54．２．20）

54．２．20
（54．２．20）

56．７．17
（56．７．17）

56．７．17
（56．７．17）

59．３．30
（59．３．30）

59．３．30

59．３．30

59．３．30

59．３．30

60．３．26

61．３．25

61．３．25

62．３．27

62．７．３
（62．７．３）

63．３．１

63．８．９

元．５．26

番号

（12年３月末現在）

注）　※印は緑地環境保全地域である。�

表１－２　自然（緑地）環境保全地域指定一覧表
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ウ　自然公園の保護管理

自然公園計画の作成

県内には19か所の自然公園があり（表１－３）、その総面積は317,466haと全国的には北海道に次ぐ

広さで、県土面積の約25％を占め、関係市町村は61に及ぶ。

公園計画には地種区分等を決定する保護計画と公園の利用に供する利用計画とがあり、社会情勢の

変化、公園利用の多様化等に合わせ適宜見直しを図っている。

ı 自然公園の管理

国立・国定公園及び県立自然公園では、公園の風致景観を維持し良好な自然環境を保つため、区域

内で行われる各種行為について、自然公園法や新潟県立自然公園条例で一定の制限が加えられており、

これらの行為を行う場合は県知事若しくは環境庁長官又は市町村長の許可等を受けることとなっている。

また、公園計画に基づき公園事業を実施する場合には、当該事業が公園利用上有益なもので、また、

その規模等が適正な施設となるよう、認可等を受けることとなっている。

11年度の許認可・届出等の処理状況は、表１－４のとおり368件（うち市町村処理61件）である。

ａ　管　理　体　制　　

県では、地元市町村の協力を得るとともに、独自に35名の新潟県自然環境保護員を委嘱して、自

然公園や自然環境保全地域等の巡回指導を行っている。

また、このほか環境庁の委嘱による自然公園指導員の活動も盛んである。

ｂ　清　掃　対　策

自然公園の管理上、その清掃活動は地味ながら重要な課題であり、新潟県国立公園清掃協会が

国・県の委託、補助を受け、県内３地区で活動している。

一方、環境庁が設定した「自然公園クリーンデー」等の啓発普及効果も徐々に浸透し、近年、佐

渡地区における「佐渡を美しくする会」を始めとして、市町村や自然保護団体等の清掃活動も盛ん

になってきている。
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（12年３月末現在）�

自然公園全体面積
に対する割合％

国 

立 

公 

園

国 

定 

公 

園

県
　
立
　
自
　
然
　
公
　
園

合　　　　　　　　計

公　　園　　名

磐 梯 朝 日
日 光
上 信 越 高 原
中 部 山 岳

計
国立公園面積に対�
する割合％　　　
佐 渡 弥 彦 米 山
越 後 三 山 只 見

計
国定公園面積に対�
する割合％　　　
瀬波笹川流れ粟島
胎 内 二 王 子
阿 賀 野 川 ラ イ ン
五 頭 連 峰
長 岡 東 山 山 本 山
直 峰 松 之 山 大 池
親 不 知 子 不 知
久 比 岐
奥 早 出 粟 守 門
魚 沼 連 峰
※米 山 福 浦 八 景
※白 　 馬 　 山 　 麓
※小 　 　 佐 　 　 渡

計
県立自然公園面積�
に対する割合％　

面積(ha)

50,246

1,220

47,431

8,061

106,958

（100.0）

29,464

52,464

81,928

（100.0）

2,340

13,686

2,912

6,013

3,892

2,066

305

6,226

34,155

13,827

4,363

5,040

33,755

128,580

（100.0）

317,466

（100.0）

地 域 別 内 訳（　）
特別保護
地 区

11,105

365

3,549

1,397

16,416

（15.3）

4

6,708

6,712

（8.2）

－�
－�
－�
－�
－�
－�
－�
－�
－�
－�
－�
－�
－�
－�

（－）

23,128

（7.3）

第 １ 種
特別地域

14,882

－�
3,302

－�
18,184

（17.0）

644

13,320

13,964

（17.0）

16

112

－�
164

－�
－�
10

－�
3,809

1,689

－�
－�
－�

5,800

（4.5）

37,948

（12.0）

第 ２ 種
特別地域

4,819

－�
8,790

2,295

15,904

（14.9）

6,891

20,068

26,959

（32.9）

1,094

2,480

30

1,887

286

666

52

287

5,721

5,264

－�
－�
－�

17,767

（13.8）

60,630

（19.0）

第 ３ 種
特別地域

16,014

－�
6,982

1,899

24,895

（23.3）

19,822

12,368

32,190

（39.3）

1,023

8,222

2,872

3,936

3,606

1,394

238

5,909

13,893

5,541

－�
－�
－�

46,634

（36.3）

103,719

（32.7）

地種末区分
特別地域

－�
855

8,575

－�
9,430

（8.8）

－�
－�
－�

（－）

－�
－�
－�
－�
－�
－�
－�
－�
－�
－�
－�
－�
－�
－�

（－）

9,430

（3.0）

普通地域

3,426

－�
16,233

2,470

22,129

（20.7）

2,103

－�
2,103

（2.6）

207

2,872

10

26

－�
6

5

30

10,732

1,333

4,363

5,040

33,755

58,379

（45.4）

82,611

（26.0）

公
園
別

注）  ※の公園は、公園計画未決定のものである。�

（� ）�

（� ）�

（� ）�

（� ）�

©

＊地種区分　　特別保護地区：公園の中でも特に優れた自然景観又は原始状態を保存している地域

第１種特別地域：特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のなかでは風致を維持する

必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要

な地域

第２種特別地域：第１種及び第３種以外の地域であって、特に農林漁業については努めて

調整を図ることが必要な地域

第３種特別地域：風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業

活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地

域

表１ー３　自 然 公 園 一 覧 表
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特
　
　
　
別
　
　
　
地
　
　
　
域�

普
　
通
　
地
　
域�

公
　
　
　
園
　
　
　
事
　
　
　
業�

合　　　　　計�

工 作 物 �

木 竹 伐 採 �

土 石 採 取 �

植 林 �

広 告 物 設 置 �

水 面 埋 立 �

土 地 形 状 変 更 �

高 山 植 物 等 採 取 �

色 彩 変 更 �

動 物 捕 獲 �

水 位 水 量 の 増 減 �

災害応急措置の届出�

砂 防 事 業 の 通 知 �

小 計 �

工 作 物 �

水 位 増 減 �

広 告 物 設 置 �

水 面 埋 立 �

土 石 採 取 �

土 地 形 状 変 更 �

小 計 �

車 道 �

歩 道 �

園 地 �

宿 舎 �

ス キ ー 場 �

ゴ ル フ 場 �

駐 車 場 �

避 難 小 屋 �

野 営 場 �

博 物 館 �

運 輸 施 設 �

植 生 復 元 施 設 �

公 衆 浴 場 �

休 憩 所 �

小 計 �

国 立 公 園（件）�

７

61

4

3

1

69

9

1

2

12

1

5

6

6

1

19

100

８

58

9

2

2

1

2

1

75

2

1

2

5

3

1

2

7

7

1

21

101

９

57

5

1

1

4

1

69

2

1

3

6

3

3

11

8

1

26

101

10

50

4

2

1

1

4

1

63

1

5

7

13

3

4

4

1

1

13

89

国 定 公 園（件）�

７

111

3

16

7

2

4

143

6

1

2

2

11

1

2

1

2

2

1

9

163

８

104

7

15

3

10

3

142

8

1

9

1

3

3

1

1

9

160

９

95

3

16

3

12

2

2

3

136

7

1

8

3

3

1

1

2

10

154

10

92

3

9

6

7

4

2

4

127

1

3

4

3

2

1

1

3

1

1

1

13

144

県立自然公園（件）�

７

67

5

4

4

2

82

7

2

2

2

4

17

2

2

4

103

８

61

2

6

3

1

73

13

1

2

3

10

2

31

2

1

2

3

8

112

９
65
£2

4

7

76
£2

6
h

1
a

1

5
s

1
a

14
Á0

1

3

1

4

1

10

100
¢2

10

61
£4

3

3

1

1
a

69
£5

16
Á6

3
d

2
s

7
j

1
a

29
ª9

1

1

2

4

102
¤4

合　　　計（件）�

７

239

8

20

15

2

6

3

1

294

22

3

4

3

8

40

2

9

1

8

10

1

1

32

366

８

223

9

30

8

12

2

5

1

290

23

1

2

3

12

4

45

6

5

7

7

11

1

1

38

373

９
217
£2

7

28

4

13

2

6

4

281
£2

15
h

1
a

2

6
s

4
a

28
Á0

7

9

2

12

14

1

1

46

355
¢2

10

203
£4

6

16

8

9

1

8

3

5
a

259
£5

18
Á6

8
d

5
s

7
j

8
a

46
ª9

6

7

1

5

5

1

1

1

1

2

30

335
¤4

公園区分�

内  容�
年度�

注）（　）内は、事務委任による市町村処理件数で内書き�

11

51

7

3

1

1

3

1

67

4

3

1

5

13

2

4

1

2

9

89

11

107

6

14

6

12

1

2

3

151

3

1

4

4

3

2

9

164

11

72
¢1

2

6

3

1

1

2
a

87
¢2

14
Á4

1
a

4
f

19
Á9

3

2

1

2

1

9

115
¤1

11

230
¢1

8

27

12

14

2

5

1

6
a

305
¢2

21
Á4

4
a

5
f

6

36
Á9

6

10

2

2

4

1

2

27

368
¤1

表１－４　自然公園の許可・届出・認可等処理状況
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エ　大規模開発行為

自然公園、自然（緑地）環境保全地域、風致地区以外の地域で次に掲げる開発行為を行う場合は、新

潟県自然環境保全条例第26条に基づき、事業に着手する日の60日前までに行為内容を届け出ることとさ

れている。

ゴルフ場の造成、スキー場の造成、宅地の造成及び遊園地の建設で２ha以上のもの

ı 普通索道の建設

鉱物の採取又は土石の採取で５ha以上のもの

届出書については、公害等を招かない適正な施工計画に基づくものであるかどうか、開発地に生息す

る貴重な動植物の保護が図られているかどうか、景観保全に配慮したものかどうか等、自然環境保全の

観点から審査を行い、必要に応じて事業者を指導しており、最近５か年の届出処理状況は表１－５のと

おりである。

また、同条例第11条により、18ホール以上のゴルフ場など特に自然環境に与える影響が大きいと見ら

れる開発については、県と事業者との間で「自然環境保全協定」を締結している。

ゴルフ場の造成�

スキー場の造成�

宅 地 の 造 成 �

土 石 の 採 取 �

遊 園 地 の 建 設 �

そ の 他 �

計�

７�

2

0

8

15

0

1

26

８�

0

0

7

10

0

1

18

９�

1

0

6

15

0

5

27

10

3

0

2

10

1

5

21

年度�
区分� 11

1

0

7

14

0

1

23

オ　尾瀬保護財団の活動

新潟、群馬、福島の三県にまたがる尾瀬は、湿原・湖沼・樹林・山岳などの豊かな自然と変化に富ん

だ美しい景勝地で、年間を通して多くの方々が訪れている。

尾瀬は、尾瀬沼と尾瀬が原を中心に至仏山や燧ヶ岳などの雄大な山々に囲まれた盆地で、高層湿原植

物の宝庫となっていることや、学術的にも貴重な自然が残されていることから、日光国立公園の特別保

護地区に指定されているほか、国の特別天然記念物にもなっている。

すばらしい尾瀬の自然環境の保全を図り、これを将来の世代に引き継ぐため、７年８月、三県、三村

などを中心に尾瀬保護財団が設立され、利用者に対する適正な利用方法の啓発や自然解説活動などを実

施している。

d

自然環境保全法に基づき、昭和48年度から国が自然環境の保全に資するため動植物等の調査を実施して

いるもので（通称「緑の国勢調査」）、11年度は種の多様性調査を実施した。

表１－５　最近５か年の大規模開発行為の届出状況
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〈種の多様性調査〉

生物の多様性を保全することは、地球環境保全上必要不可欠な課題となっており、動植物の分布情報等

の収集、定期的更新及び監視は各種施策を講じる上で最も基礎的なものである。この調査では、自然環境

保全施策の基礎となる科学的、客観的資料を得るため、野生動植物に関する分布の現状及び経年変化の状

況を把握する。

a

ア　野生生物保護対策推進事業

絶滅が危惧される種、北限南限などの分布限界種など貴重な動植物を選定するため、県内の野生生物

の分布状況を調査し、保護対策の基礎資料とする。

11年度は、これまでの調査結果をもとに、県版レッドデータブックを発刊する。

s

ア　野生鳥獣の保護

野生鳥獣の保護対策は、５年ごとに樹立する鳥獣保護事業計画によって進めており、８年度に樹立し

た第８次鳥獣保護事業計画に基づいて事業を行った。野生鳥獣の保護とその生息環境を保全する鳥獣保

護区について存続期間の満了に伴う更新を瓢湖鳥獣保護区（水原町ほか）ほか２か所について行った。

その結果、11年度末の鳥獣保護区の設定状況は、表１－６のとおり、県設鳥獣保護区83か所（134,406.4

ha）、国設鳥獣保護区４か所（10,756ha）となった。

県 設 �
�
鳥獣保護区�

国 設 �
�
鳥獣保護区�

計�

箇所�

面積�

箇所�

面積�

箇所�

面積�

森林鳥獣�

生 息 地 �

44

66,488

44

66,488

大 規 模 �

生 息 地 �

2

52,009

2

52,009

集 団 �

渡 来 地 �

8

1,631

2

414

10

2,045

集 団 �

繁 殖 地 �

2

996

2

996

特定鳥獣�

生 息 地 �

2

3,809.4

2

10,342

4

14,151.4

誘 致 �

地 区 �

6

8,218

6

8,218

愛 護 �

地 区 �

19

1,255

19

1,255

計�

83

134,406.4

4

10,756

87

145,162.4

区　　分�

（面積：ha）�

表１－６　鳥獣保護区設定状況

また、鳥獣保護事業推進の基礎資料整備のため、鳥獣保護対策調査として、①生息状況調査、②ガン、

カモ、ハクチョウ類一斉調査、③鳥獣保護区等の設定効果測定調査等を県野鳥愛護会に委託して実施し

た。

野生傷病鳥獣救護事業については、県民の野鳥保護思想の高揚とともに多くの野生鳥獣が保護され、

鳥類111種1,277羽、獣類11種62頭を収容した。そのうち鳥類435羽、獣類28頭を治療・回復させ、自

然復帰させている。

なお、国設福島潟鳥獣保護区（豊栄市）において環境庁では、ここに渡来するガン・カモ・ハクチョ

ウ類の観察等の拠点となる管理棟の増築を行った。
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イ　狩 猟 対 策

11年度に実施した狩猟免許試験により狩猟免状を交付した者の数は78人（甲種29人、乙種42人、丙種

７人）であった。

また、狩猟者登録証の交付を受けて狩猟を行った者は、県内者4,281人、県外者343人、計4,624人（甲

種447人、乙種4,086人、丙種91人）で、それらの人たちによって捕獲された狩猟鳥獣の数は、39種

84,746羽頭となっている。

一方、狩猟鳥獣の増加を図るため、常時可猟地域の３分の１を休猟区とする国の基準に基づき大平山

休猟区ほか19箇所39,255haを設定し、狩猟鳥獣の増加を図った。また狩猟資源を確保し、適正な狩猟を

維持するため、新潟県有益鳥養殖組合からキジ4,750羽、ヤマドリ240羽を買い上げ、鳥獣保護区６か所

（117羽）、休猟区40か所（2,021羽）及び可猟地域85か所（2,792羽）、合計131か所に放鳥した。

ウ　有害鳥獣の駆除

野生鳥獣は、種類によって播種期や収穫期を中心に農林水産物に被害を与え、人間生活と摩擦を生じ

ている。こうした状況の中で市町村、農業協同組合等においては、許可を得て農作物等に被害を及ぼす

有害鳥獣の駆除を実施し、ムクドリ、カラス類、スズメ、キジバト、ドバト等37,368羽頭を駆除した。

エ　トキ保護増殖対策

国際保護鳥及び特別天然記念物であるトキの保護増殖のため、県は環境庁の委託を受け、佐渡トキ保

護センターでトキの保護増殖を行っている。

トキの人工増殖については、平成11年１月に中国から送られたペアのトキ「友友
ヨウヨウ

」「洋洋
ヤンヤン

」から11年

に「優
ユウ

優
ユウ

」、12年に「新
シン

新
シン

」、「愛
アイ

愛
アイ

」が誕生し、全国的に明るい話題を提供した。また、中国における

トキ保護増殖への支援協力のほか、技術者の相互交流を行っている。なお、最後の日本トキとなった

「キン」は、12年春で33歳と高齢ではあるが健康状態は良好である。
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近年、自然指向や環境に対する意識の向上、アウトドアブームに伴い、人と環境との絆を深める自然との

ふれあいのニーズは高まっている。また、自然とのふれあいは日常の疲れを癒し、やすらぎを与えるととも

に、自然環境を大切にする心を育むきっかけとなり、身近な自然はもとより、自然公園や温泉地等が活用さ

れている。

a

県では、10年度から国の補助を受け、子どもたちが動植物などとふれあえる体験的な環境学習の中核施

設として、北魚沼郡入広瀬村の若いブナ林の中にエコ・ミュージアムの整備を実施している。また、国民

保養温泉地である栃尾又温泉に、自然環境を積極的に活用したふれあい・やすらぎ温泉地を育成するため、

湯之谷村が国と県の補助を受け事業を行っている。その他、県内の多様な自然を生かした自然公園施設の

整備やその維持管理に努めている。

s

自然とのふれあいを通じ、自然への理解を深め、自然を大切にする意識を高めるため、適切な自然解説

活動を行う人材を育成する自然観察指導員講習会を7日本自然保護協会との共催で過去５回実施してい

る。

d

ア　温泉の現状

温泉は、わが国において古くから保健休養上貴重な資源として国民に広く愛好され尊重されてきた。

しかし、温泉は決して無尽蔵なものでなく、濫用により枯渇減少するおそれがあることから、温泉法に

基づき温泉源の保護と温泉の適正利用に関して有効な活用の調整及び指導を行っている。当県には、

272の温泉地に489本の源泉があり、うち360本の源泉が利用されており、その泉質も多様である。

また、近年、生活環境の変化や余暇時間の増大により温泉利用の需要が高まってきたことに伴い、市

町村による温泉開発が進んでいる。

イ　温泉に対する施策

温泉掘削等の許可

温泉源を保護し適正に利用するため、温泉法では温泉を湧出させる目的で掘削、増掘、動力装置を

設置しようとする者、あるいは温泉を公共の浴用に供しようとする者は、知事の許可が必要とされて

いる。

７年度以降の処理状況は表１－７のとおりである。

７

８

９

10

掘 削 許 可

11

6

9

6

増 掘 許 可

0

0

0

0

動 力 許 可

9

11

8

7

合　　　計

20

17

17

13

利 用 許 可

98

129

89

78

年　度

（件数）�

11 4 0 6 10 93

表１－７　温泉掘削等の許可件数の推移
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これらの許可申請に対する処分に当たっては、適正を期すため新潟県自然環境保全審議会温泉部会

に諮っている。11年度の温泉部会は次のとおり開催した。

部会開催　３回　　　審議件数　掘削４件、動力６件

ı 温泉実態調査

県内各源泉の経年変化を把握することによって、温泉の乱掘削による枯渇化を防止するとともに、

新規掘削による温泉開発を促進するため、県内の源泉を対象に、温泉の温度、湧出量等を測定する温

泉実態調査を実施しており、10年度と11年度で調査結果のとりまとめを行う。

第２　緑あふれる快適な環境づくり

a

当県は、森林、農地をあわせて県土の約90％が緑におおわれているが、都市部では樹木や芝、草花など

の植物でおおわれた土地の占める割合（緑被率）が10％にも満たない地域も多く見られる。地域の特性や

地域におけるニーズに対応した緑化を計画的に推進するため、県では、７年度に新潟県緑花推進計画を策

定し、８年度からは下記目標を達成するため、県民・企業・行政の協力により、様々な緑化活動を展開し

ている。

（平成12年までの１期計画事業目標）

緑化モデル校の指定・実施（40校）

緑の愛護団体の育成（１自治体１団体、82団体）

みんなが喜ぶ緑の街道づくりの推進（150d）

緑化推進モデル事業（６地区）

農村公園・広場等の整備（136か所）

公園広場の再整備（50か所）

ふれあいの森の整備（59か所）

都市と農村の交流促進施設の整備（年７か所）

森林利用施設の整備（新規12か所、再整備24か所）

保存樹木・樹林の指定（１万本又は１万か所）

保安林の指定（6,000ha）

自然（緑地）環境保全地域の指定（２か所）

s

近年、河川のもつ水と緑のオープンスペースの価値が評価され、地域住民に憩いとやすらぎを与える場

としての河川環境の確保、豊かな自然環境の保全・創造が求められている。

このようなニーズに応えるため、９年に河川法が一部改正され、「河川環境の整備と保全」が目的に位

置づけられた。

当県においても、水辺に降りることのできる親水性のある護岸、魚類やホタル等の生態系の保全を考慮

した河岸及び多目的利用のできる高水敷等の良好な水辺空間の整備を行っている。また、河川の水質改善
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を図るため、汚泥のしゅんせつ、浄化用水の導入、ゴミ処理などを実施し、良好な水辺環境の創造促進に

努めている。

県内主要海岸においては、海岸環境の向上と利用者の安全性及び快適性の確保を図ることを目的に、自

然環境に配慮し、親水性に優れた階段護岸等の整備を行っている。

河川環境整備�

補助事業�

県単事業�

補助事業�

海岸環境整備�

県単事業�

一般改修＝多自然型川づくり�

ふ る さ と の 川 整 備 事 業�

桜 つ づ み モ デ ル 事 業�

河 川 環 境 整 備 事 業�

魚がのぼりやすい川づくり推進モデル事業�

河 川 再 生 事 業�

水 環 境 対 策 事 業�

潤いのある水辺河畔整備事業�

地方特定河川等環境整備事業�

都市周辺河川機能緊急整備事業�

ふ れ あ い 河 川 事 業�

海 岸 環 境 整 備 事 業�

ふれあいのなぎさ整備事業�

ふ る さ と づ く り 海岸事業�

Ｓ62指定　三面川、Ｓ63指定　魚野川、Ｈ３指定　鯖石川、�

Ｈ８指定　胎内川�

Ｈ１認定　加治川　Ｈ４認定　鵜川、保倉川�

河川浄化事業（Ｓ46～）　汚泥しゅんせつ　Ｈ12　鳥屋野潟�

河道整備事業（Ｓ50～）　高水敷整備、親水護岸�

　　　　　　　　　　　　Ｈ12　新津川�

　　　（Ｈ３～）　Ｈ10～11　加治川�

（Ｈ７～）　Ｈ12　青田川�

�

（Ｓ52～）　浄化用水導入　Ｈ12　鳥屋野潟、通船川・栗ノ木川�

（Ｓ61～）　Ｈ12　福島潟他３河川�

（Ｈ４～）　Ｈ12　新津川他11河川�

（Ｈ５～）　Ｈ12　覚路津大通川他７河川�

（Ｈ５～）　Ｈ12　三面川他８河川�

（Ｈ８～）　Ｈ12　美化活動　茶郷川他21河川、野外教室　早出川

　　　　　　　　　他12河川�

�

Ｈ12　郷本海岸他３海岸�

�

（Ｈ１～）　Ｈ12　柿崎海岸�

（Ｈ５～）　Ｈ12　親不知海岸他３海岸�

ふ る さ と づ く り 河 川 事 業�

都市・農村地域において、個性豊かで快適な地域づくり、周辺と調和した美しい景観づくりを進めるため、

地域の快適環境づくり実践活動に対する助言・指導、民間の景観形成への取組の誘導・支援及び公共施設な

どにおける率先的な地域づくりや景観形成を進めている。

11年度には、上越市が個性あるまちづくりを評価され「アメニティあふれるまちづくり優良地方公共団体」

として、環境庁長官から表彰されている。
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第２節　環境に負荷の少ない循環型の社会づくり

第１　快適な大気環境の確保

a

県内における大気汚染状況を常時監視するため、表１－１のとおり16市町村に、国（１局）、県（28局）

及び市町村（18局）が一般環境大気測定局（以下「測定局」という。）を設置して各地域の実情に応じて

汚染物質濃度を常時監視している。

地　区�

項　目�

新　潟　地　区�

新潟東港地区�

上　越　地　区�

長　岡　地　区�

その他の地区�
�

計�

（注）１　各地区の市町村は下記のとおりである。�
　　　　　新 潟 地 区：新潟市（新井郷川以西）、黒埼町　　　�
　　　　　新潟東港地区：新潟市（新井郷川以東）、聖籠町、豊栄市、紫雲寺町、新発田市�
　　　　　上 越 地 区：上越市、頸城村�
　　　　　長 岡 地 区：長岡市�
　　　　　その他の地区：新井市、糸魚川市、青海町、中条町、燕市、六日町、柏崎市�
　　　２　［　］内は、テレメータ化された測定局を内数で示してある。�

測

定

局

数�

9［ 9］

15［11］

12［ 2］

2［ 2］

9［ 2］
�

47［26］

測 定 項 目�

二
酸
化
硫
黄�

9

13

8

1

9

40

二
酸
化
窒
素�
9

12

6

2

9

38

物
　
　
　
質�

浮
遊
粒
子
状�

8

12

6

1

8

35

浮
遊
粉
じ
ん�

－�

1

1

－�

－�

2

オ
キ
シ
ダ
ン
ト�

光
　
化
　
学�

9

9

4

2

5

29

一
酸
化
炭
素�

1

－�

－�

－�

－�

1

炭
化
水
素�

非
メ
タ
ン�

2

1

1

－�

－�

4

ふ
っ
化
水
素�

－�

3

1

－�

－�

4

備　　　考�

�

�

�

�

�

�
�

（11年度）

これら47測定局のうち、26測定局についてはテレメータシステムにより毎時の測定値を即時に県庁内に

ある中央監視局に送信し、同局内の表示盤により一般に公開するとともに、大気中濃度が高くなった場合

には、当該地域の工場、事業場からの大気汚染物質の排出量を削減させる等の措置が直ちに講じられるよ

うな体制を敷いている。さらに、新潟地区及び新潟東港地区に立地している大規模な５工場からの硫黄酸

化物、窒素酸化物排出量についても、常時テレメータシステムにより中央監視局で受信し、排出状況の把

握を行っている。

表１ー１　地区別・項目別一般環境大気測定局数
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s

11年度の一般環境における大気汚染の状況を、測定局で測定した主要な大気汚染物質の測定値から環境

基準等により評価すると、次のとおりである。（環境基準及びそれに基づく評価の方法については、参考

資料を参照のこと。なお、頸城村の西福島測定局は移設に伴い、年間測定時間が6,000時間未満のため、

評価対象外とした。）

二酸化硫黄については、39測定局で長期的評価及び短期的評価による環境基準を達成した。

二酸化窒素については、37測定局で環境基準を達成しており、日平均値の年間98％値は、六日町の六日

町測定局が環境基準のゾーン（0.04～0.06ppm）内となったが、それ以外の36測定局ではゾーンの下限値

未満であった。

（ppm）�

新潟地区
新潟東港地区
長岡地区
上越地区
全国14継続局

7 8 9 10 11（年度）�
0

0.005

0.010

0.015

（ppm）�

新潟地区
新潟東港地区
長岡地区
上越地区
全国14継続局

7 8 9 10 11（年度）�
0

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

光化学オキシダントについては、全29測定局で環境基準を超える濃度が出現したが、昼間の時間帯で環

境基準を超過した時間の割合の平均は、約5.3％と少なかった。また、大気汚染防止法に基づく緊急時の

注意報レベル（１時間値が0.12ppm以上となる濃度）の濃度も出現しなかった。

浮遊粒子状物質については、長期的評価では、34測定局で環境基準を達成した。短期的評価では、新潟

市の内野中学校、曽野木測定局及び聖籠町の正庵測定局を除く31測定局で環境基準を達成した。

非メタン炭化水素については、二酸化窒素と並んで光化学オキシダント発生の原因物質であるが、現在

環境基準は設定されていない。環境庁が示した指針値（午前６時から９時までの３時間平均値が0.20～

0.31ppmC）に照らして見ると、全４測定局で指針の上限値を超えており、測定日数に対する指針上限値

を超えた日数の割合は0.4％～20.7％の範囲であった。

図１－１　二酸化硫黄の年平均値の
経年変化

図１－２　二酸化窒素の年平均値の
経年変化
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新潟地区�
新潟東港地区�
長岡地区�
上越地区�

（％）�

7 8 9 10 11（年度）�
0

5.0

10.0

15.0

20.0

（ppb）

新潟東港地区�
上越地区�

0

0.1

0.2

0.3

0.4

7 8 9 10 11（年度）�

ふっ化水素については新潟東港地区の全３測定局で「新潟東港地域緊急時暫定措置要綱」に定める注意

報該当濃度（2.0ppb）以上の濃度は出現しなかった。

最近５年間の経年変化を見ると、二酸化硫黄、二酸化窒素、光化学オキシダント及びふっ化水素いずれ

についてもほぼ横ばいの状況にある（図１－１～図１－４）。

（道路沿道における大気の状況については、第２節第４．１に記載）

d

大気汚染の原因となるばい煙や粉じんを排出又は飛散する施設については、大気汚染防止法及び新潟県

生活環境の保全等に関する条例により排出規制等が行われている。

12年３月末現在の県内におけるばい煙発生施設、一般粉じん発生施設及び特定粉じん発生施設の設置状

況を表１－２に、最近の５か年のばい煙発生施設数の推移を表１－３に示す。県条例の９年度の改正によ

り、瓦製造用焼成炉が新たに規制対象となった。

ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設または特定粉じん発生施設を設置している工場・事業場に対して

は、随時、立入検査を実施し、重油中硫黄分の測定、排ガス中の硫黄酸化物、ばいじん及び窒素酸化物等

の有害物質の測定、敷地境界でのアスベスト濃度の測定、施設の管理状況等の検査を行っている。

11年度の立入検査実施状況は表１－４に示すとおりであり、ばい煙発生施設430施設、特定粉じん発生

施設５施設について立入検査を実施した。その結果、排ガス測定を行った65施設すべてが排出基準に適合

していたが、84施設が届出内容との相違等があったので、当該施設を設置している者に対し、所要の届出

の指導を行った。また、特定粉じん発生施設についてはすべて基準に適合していた。

図１－３　光化学オキシダントの環境基
準超過時間割合の経年変化

図１－４　ふっ化水素の年平均値の
経年変化
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f

ア　有害大気汚染物質モニタリング

大気汚染防止法が平成８年に改正され、翌９年度から施行されたことから、県は、発がん性のあるベ

ンゼンなど有害大気汚染物質の環境モニタリングを実施している。中央環境審議会からは、234種の有

害大気汚染物質に該当する可能性がある物質とそのうち健康リスクがある程度高いと考えられる22種の

優先取組物質が示されている。

県では、優先取組物質のうち、公定分析法が示された18種類（ダイオキシン類は別途実施）について、

一般環境地域など３地域に分類して県内９地点において調査を実施した。

結果を表１－６に示す。環境基準が定められている３物質については、全ての地点で基準値未満であ

った。

なお、これらの物質のうち、特にトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等については、県内

の使用量が多いことから、県では、２年に「新潟県トリクロロエチレン等環境汚染防止対策要綱」を制

定し、取扱事業所への立入検査、適正な取扱いに関する講習会を開催するなど、環境汚染の未然防止の

指導を実施している。

新　潟�

東　港�

上　越�

長　岡�

その他�

合　計�

ばい煙発生施設�

事業所数�

392

153

166

176

1,348( 6)

2,235( 6)

施 設 数�

892

398

359

366

2,849(10)

4,864(10)

一般粉じん発生施設�

事業所数�

 16

 10

 10

  8

139

183

施 設 数�

 29

 36

 32

 22

612

731

特定粉じん発生施設�

事業所数�

1

1

0

0

0

2

施 設 数�

3

2

0

0

0

5

地区�

区分�

注）１　（　）内は、県生活環境の保全等に関する条例適用�
　　　分で外数�
　　２　新潟市所管分を含む。�

(12年３月末現在）�

区分�

事 業 所 数�

施　設　数�

７

2,177

4,581

８

2,194

4,716

９

2,200

4,777

10

2,196

4,814

年度� 11

2,235

4,864

特定粉じん発生施設�

施設数�事業所数�施設数�

0 1 3

0 1 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 2 5

地区�
新　潟�

東　港�

上　越�

長　岡�

その他�

合　計�

ばい煙発生施設�

事業所数�

 13( 6)

 33( 1)

 26(15)

 29(10)

171(47)

272(79)

施設数�

 31( 6)

 37( 1)

 26(17)

 30(10)

306(50)

430(84)

一般粉じん発生施設�

事業所数�

0

0

0

0

0

0

区分�

注）１　（　）内は行政指導件数�
　　２　新潟市所管分を含む。�

※　新潟地区：新井郷川以西の新潟市、黒埼町�

　　東港地区：新井郷川以東の新潟市、新発田市、豊栄市、

　　　　　　　豊浦町、聖籠町、加治川村、紫雲寺町�

　　上越地区：上越市、頸城村�

　　長岡地区：長岡市�

排ガス測定施設数�

抵 触 施 設 数 �

抵 触 率 (％)

抵
触
項
目�

その他の指導施設数�

行政指導施設数合計�

窒 素 酸 化 物 �

ば い じ ん �

塩 化 水 素 �

７

66

 3

4.5

 1

 2

164

167

８

68

 4

5.9

 2

 2

195

199

９

84

 1

1.2

 1

141

142

10

70

 0

0

134

134

年 度 � 11

65

 0

0

84

84

表１－２　ばい煙発生施設等設置状況 表１－３　ばい煙発生施設数の推移

表１－４　11年度のばい煙発生施設等
立入検査実施状況

表１－５　排出基準抵触率、行政指導件数の推移
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イ　ふっ化物対策

新潟東港地区には、ふっ化物の発生源として肥料、石膏等を製造するコンビナートが立地しており、

この周辺での大気中ふっ化物等による農作物被害等を防止するため、県では「新潟東港地域農作物等被

害対策措置要領」及び「新潟東港地域緊急時暫定措置要綱」（以下「要綱」という。）を定め、関係機関

との情報交換、大気測定局におけるふっ化水素の常時監視及び農作物の可視被害状況調査等を実施し、

状況把握に努めている。

なお、当該コンビナートでは、10年４月からふっ化物の主な発生源であるリン酸工程の設備を廃止し

ている。

太郎代測定局におけるふっ化水素の常時監視結果は、表１－７に示すとおりであり、11年度は年平均

値が、0.13ppb、１時間値の最高値が、0.5ppb、日平均の最高値が0.34ppbであり、10年度と比べ高い値

となったが、要綱に定める注意報発令基準に該当する濃度の検出は６年度以降みられていない。

また、農作物の可視被害状況の調査では、ふっ化物による農作物被害はみられなかった。

（単位：μg/k）�

ベ ン ゼ ン

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

アクリロニトリル

アセトアルデヒド

塩化ビニルモノマー

ク ロ ロ ホ ル ム

1,2-ジクロロエタン

ジ ク ロ ロ メ タ ン

1 , 3 - ブタジエン

ベンゾ（ａ）ピレン

ホルムアルデヒド

水銀及びその化合物

ニ ッ ケ ル 化 合 物

ヒ素及びその化合物

ベリリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

クロム及びその化合物

一　　般　　環　　境

範　　　　囲

3.0～

0.97    ～

0.25    ～

0.12    ～

　　　   ～

0.018   ～

0.10    ～

0.035   ～

0.63    ～

0.19    ～

0.000078～ 0.00022

　　　   ～�

0.0024  ～0.0036

（0.0020）～ 0.0047

0.00045 ～

（0.00020）～

（0.00063）～ 0.015

0.0020  ～

地点数

１

１

１

１

０

１

１

１

１

１

４

０

２

４

１

１

４

１

全国平均値

3.0

1.5

1.0

0.18

2.9

0.11

0.47

0.19

3.5

0.28

0.00076

3.3

0.0027

0.0058

0.0020

0.000058

0.030

0.0055

発　生　源　周　辺

範　　　　囲

1.5     ～   1.8

0.18    ～32

0.11    ～   0.27

0.10    ～0.42

1.5     ～   2.0

（0.015） ～   0.054

0.12    ～   0.30

0.03    ～   0.21

0.75    ～   1.4

0.10    ～   0.27

0.00015 ～   0.00021

1.7     ～   2.2

0.0031  ～0.0042

0.0039  ～   0.0067

0.00046 ～   0.00047

（0.00020）～（  0.00020）

0.020   ～   0.021

0.0057  ～   0.013

地点数

３

３

３

３

２

３

３

３

３

３

２

２

２

２

２

３

２

４

全国平均値

3.2

3.2

0.96

0.34

3.1

0.63

0.54

0.39

3.6

0.37

0.00083

3.6

0.0029

0.012

0.0029

0.000095

0.055

0.014

道　　路　　沿　　道

範　　　　囲

1.9    ～

　　　 ～

1.0    ～

0.14   ～

1.7    ～

0.019  ～

0.13   ～

0.039  ～

0.79   ～

0.29   ～

0.00024～

2.9    ～

　　　 ～

　　　 ～�

　　　 ～�

　　　 ～�

　　　 ～�

　　　 ～�

地点数

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

０

０

０

０

０

０

全国平均値

4.4

1.3

1.0

0.19

3.6

0.10

0.34

0.18

3.2

0.56

0.00079

4.7

0.0029

0.0074

0.0024

0.000084

0.043

0.0094

測　定　項　目
環境基準

  3.0

200

200

0.0036 0.0031 0.0042

0.42

32 2.0

a　数字は、年平均値を示した。なお、平均値は、定量下限値未満のデータを定量下限値の１／２として算出した。�
s　（　）書きは、年平均値が定量下限値未満であることを示す。�
d　網掛けは、環境基準を超えたことを示す。�
f　太字斜体は、全国平均値を超えたことを示す。（全国平均値は10年度の値である。）�
g　西福島局は、局舎の移転のため４月から９月が欠測したので除いた。�

表１－６　有害大気汚染物質モニタリング結果（11年度）
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一方、県内の一部の瓦工場周辺において、ふっ化物による植物被害が生じていることが昭和61年度の

実態調査で判明した。工場に対する指導を行った結果、63年までに同地区のすべての瓦工場においてふ

っ化物の処理施設が設置され、瓦工場からのふっ化物の排出量は相当程度低減された。

ふっ化物対策については、今後とも、大気中のふっ化物濃度や農作物等の被害状況等の調査を実施し、

事業者に対しては、排出基準の遵守等を指導していくこととしている。

ウ　アスベスト調査

11年度は、10年度に引き続き環境大気中アスベスト濃度を把握するため、県内の代表的な３地点（工

場地域、幹線道路沿い、一般住宅地域）において月２回（４時間／回）の通年調査を実施した（表１－

８）。

結果は、世界保健機構（ＷＨＯ）が「検出できないほどリスクが低い。」としている濃度範囲（10本

/r以内）であった。

最　　　　　大�

最　　　　　小�

平　　　　　均�

工　場　地　域�

1.03

0.19

0.60

幹線道路沿い�

1.76

0.38

0.98

一般住宅地域�

1.22

0.09

0.48

地　　　　　域�

（単位：本／r）�

注）工場地域は、10月～翌年３月までの６ヵ月間の調査結果である。

a

県では、悪臭防止法に基づき、県内35市町村（19市14町２村、新潟市は別途指定）の一部地域を、工場

その他の事業場における事業活動に伴って発生する政令で定める特定悪臭物質の排出を規制する地域（以

下「法の規制地域」という。）として指定し、また、各特定悪臭物質について規制基準を定め、法の規制

地域を所管する市町村長が規制事務を行っている。

法で規制対象とする特定悪臭物質22物質について、工場等の敷地境界線における規制基準の範囲が定め

られており、県では、この22物質に係る規制基準の設定を行っている。また、６年に悪臭防止法施行規則

が改正され、硫化水素等４物質について、排出水に含まれる特定悪臭物質の規制基準の設定方法が定めら

れ、県では規制基準の設定を行い、翌７年に施行した。

11年度において悪臭苦情に対処するため市町村が行った規制地域内の行政指導件数は75件（新潟市は含

まず）であった。

項目�

年 平 均 値�

１時間値の最高値�

日平均値の最高値�

７

0.04

1.5

0.50

８

0.01

1.1

0.20

９

0.01

0.4

0.22

10

0.00

0.4

0.21

年度�

（単位：ppb）�

11

0.13

0.50

0.34

表１－７　太郎代測定局におけるふっ化水素濃度
の常時監視結果

表１－８　環境大気中アスベスト濃度調査結果
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s

県では、県生活環境の保全等に関する条例に基づき、県内48市町村（19市22町７村、新潟市は市条例に

より別途指定）の一部地域を、規則で定める特定施設を設置する工場等から発生する悪臭の排出を規制す

る地域（以下「条例の規制地域」という。）として指定しており、条例の規制地域を所管する市町村長が

規制事務を行っている。

本条例では低濃度多成分からなる複合悪臭に対応するため、昭和57年から特定施設の届出制及び人の嗅

覚により悪臭を「臭気濃度」で表示する「官能試験法（三点比較式臭袋法）」を導入した。

なお、条例の規制地域内における特定施設数は、12年３月末現在で471施設であり、そのうち畜産農業

に係るものが223施設と約５割を占めている。また、条例の規制地域内の３か所の特定工場等において悪

臭に関する官能試験を実施したが、いずれも規制基準を超えており、これらの特定工場等を設置する者に

対し、施設の改善又は糞尿の適正処理等の必要な措置を講ずるよう指導がなされた。

d

最近５か年の悪臭苦情件数は150～240件で推移しており、11年度は、228件で10年度より10件減少した。

発生源区分別には、従来、「畜産農業」に係る苦情が40～50件程度で苦情全体の10％と低くなり、代わり

に野焼きに係る苦情が大幅に増加し、11年度は106件と46％を占めた。これは廃棄物の野外焼却の増加と

ダイオキシン問題等を契機として臭気問題に対する県民の意識が高まったことによるものと考えられる。

a

「騒音に係る環境基準」（以下「環境基準」という。）の類型指定地域（19市28町５村の一部地域）にお

ける、環境基準の達成状況を把握するため、11年度は262地点で調査が行われた。

環境基準は、環境基本法の規定に基づき、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで望ましい基準

として定められたものであるが、10年度に大幅な改正が行われ、11年４月に施行された。主な改正点は、

騒音の評価方法を中央値から等価騒音レベルにすること、基準値を定める時間帯を朝、昼間、夕、夜間の

４つの時間帯から昼間及び夜間の２つの時間帯にすること、道路に面する地域の区分に幹線交通を担う道

路に近接する地域を加えることなどである。

��
��

（％）�

類型Ａ地域�

類型Ｂ地域�

類型Ｃ地域�

��@A��ÀÁ近接空間�
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�

0

20

40

60

80

100

�
�
�
�

�
�
�
�@
@
A
A

B
B
C
C�
�
�
�

�
�
�
�À
À
Á
Á

Â
Â
Ã
Ã

�
�
�

��
��
��
��

62

52

76

64

28

85

60 63 62

図１－５　騒音に係る環境基準の達成率（11年度）
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昼� 夕�

測　定�

地点数�

時間帯区分別の達成率（％）� 環境基準�
達 成 率�
（％）�

地 域 の 区 分�

注）１　地域の類型は、土地利用実態を踏まえ、次のように指定された地域をいう。�
　　　　類型Ａ地域：専ら住居の用に供される地域�
　　　　類型Ｂ地域：主として住居の用に供される地域�
　　　　類型Ｃ地域：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域�
　　　　近 接 空 間：幹線交通を担う道路に近接する地域�
　　２　「一般地域」とは、道路に面する地域以外の地域をいう。�
　　３　（　　）内は環境基準達成地点数である。�

83（24） 66（19）類型Ａ地域一般地域 29 62（18）

84（26） 55（17）類型Ｂ地域 31 52（16）

92（35） 79（30）類型Ｃ地域 38 76（29）

87（85） 67（66）一般地域全体 98 64（63）

48（12） 44（11）類型Ａ地域道路に面
する地域� 25 28（７）

88（29） 88（29）類型Ｂ地域 33 85（28）

75（15） 70（14）類型Ｃ地域 20 60（12）

72（62） 70（60）近 接 空 間 86 63（54）

72（118） 70（114）道路に面す
る地域全体� 164 62（101）

61

62

58

56

39

38

42

44

29

25

29

30

71

75

71

70

0 50 100%

a　一　般　地　域 s　道路に面する地域

0 50 100%

７年度

８年度

９年度

10年度

達　成 未達成 達　成 未達成

64 36 62 3811年度

表1－９　騒音に係る環境基準の達成状況（11年度）

図１－６　騒音に係る環境基準達成率の経年変化

測定を実施した262地点の環境基準達成率は、図１－５及び表１－９のとおりであり、道路に面する地

域の類型Ａ地域以外は、すべて50％以上であった。また、道路に面する地域の類型Ｂ地域の達成率は、

95％であり、特に高かった。

11年度の達成率を10年度以前と比較すると、一般地域は11年度の達成率が64％で10年度以前と大きな差

がなかったが、道路に面する地域は11年度の達成率が62％で10年度以前に比べて大幅に上昇した。道路に

面する地域は、達成率が低い類型Ａ地域における測定が少なく、達成率の高いその他の地域における測定

が大部分であったことが影響したものと考えられた。
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道路に面する地域における道路交通騒音については、騒音規制法において自動車騒音に係る許容限度や

道路交通騒音に係る要請等の措置を定めている。県としては、今後とも引き続き環境基準の達成状況を把

握していくとともに、沿道周辺での土地利用の適正化及びバイパス等の道路交通網の整備が適切に行われ

るよう、環境影響評価の手続のなかで、生活環境保全の観点から所要の対応を講じていくこととしている。

さらに、７年に設立した「新潟県自動車交通公害防止対策協議会」を通して、総合的な自動車交通公害

対策事業を実施することとしている。

s

工場・事業場における事業活動及び建設工事に伴って発生する騒音・振動については、騒音規制法又は

振動規制法に基づき指定地域内に所在する特定工場等及び特定建設作業を、また、県生活環境の保全等に

関する条例に基づき県内全域に所在する特定工場等及び特定建設作業を規制している。

12年３月末現在、騒音規制法又は振動規制法に基づく指定地域内に所在する特定工場等数及び特定建設

作業実施件数は表１－10のとおりであり、それぞれ特定工場等数は4,862（騒音）、3,192（振動）、特定建

設作業実施件数は333（騒音）、207（振動）となっている。

また、騒音規制法又は振動規制法に基づく指定地域内に所在する県生活環境の保全等に関する条例に基

づく特定工場等数は騒音に関するものが6,134、振動に関するものが1,338となっている。

11年度に県内全市町村で行った騒音・振動苦情に係る立入検査及び行政指導等の件数は表１－11のとお

りであり、改善勧告、改善命令に至ったものはなかった。

d

ア　騒音規制法及び振動規制法に基づく規制地域の指定

騒音規制法及び振動規制法では、知事は、住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、工

場及び事業場における事業活動並びに建設作業に伴って発生する騒音・振動を規制する地域として指定

騒　　音　　規　　制　　法�

振　　動　　規　　制　　法�

県　条　例�
騒　　音�

振　　動�

特定工場等数�

4,862

3,192

6,134

1,338

特定建設作業�

実施届出件数�

333

207

－

－

関 　 係 　 法 　 令�

注）　県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定工場等数は新潟市分を含まない。�

表１－10 騒音・振動規制対象工場等数（12年３月末現在）

項目�

苦 情 件 数 �

報 告 徴 収 件 数 �

立 入 検 査 件 数 �

測 定 件 数 �

行 政 指 導 件 数 �

改 善 勧 告 ・ 命 令 �

騒　　音　　関　　係�

工場・事業場�

48

 2

33

21

54

 0

建　設　作　業�

5

0

5

1

5

0

振　　動　　関　　係�

工場・事業場�

8

0

6

3

7

0

建　設　作　業�

7

0

4

1

4

0

騒音・振動�
の区分�

表１－11 騒音・振動苦情対応行政指導件数（11年度）
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することとされている。

このため、県では、都市計画法に基づく用途地域の定めのある市町村を主な対象として、地域の指定

を行うとともに、用途地域の変更等、土地利用の形態に変更が生じた市町村を対象として、必要に応じ

指定地域の見直しを行っている。12年３月末現在、地域指定を行った市町村は騒音・振動とも56市町村

（20市30町６村）である。

イ　騒音に係る環境基準の地域類型指定

都市計画法の改正（平成４年６月26日法律第82号）に伴う用途地域の変更が行われた場合、必要に応

じ地域類型をあてはめる地域の見直しを行っている。12年３月末現在、地域指定を行った市町村は、52

市町村（19市28町５村）である。

f 100

良好な音環境の保全を目的として、環境庁では８年度から「残したい“日本の音風景100選”」事業を実

施している。県内からは、「福島潟のヒシクイ」（豊栄市）と「尾山のヒメハルゼミ」（能生町）の２か所

が選ばれた。県では、全国音風景保全連絡協議会に設立当初から参加し、環境庁、都道府県、市町村と情

報交換しながら、身近に残された音を取り巻く豊かな音環境の保全に努めていくこととしている。

第２　良好な水環境の確保

a

ア　公共用水域の水質

11年度公共用水域の測定計画に基づく測定結果

県内21水系59河川127地点、２湖沼２水域６地点及び８海域14水域52地点の合計185地点で水質測定

を実施した。その結果は次のとおりである。

ａ　人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）

河川92地点、湖沼６地点及び海域21地点の計119地点で調査を行った。その結果、全ての地点で

環境基準を達成した。

ｂ　生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）

生活環境項目に関する環境基準の類型指定を行っている21水系57河川82水域、２湖沼２水域及び

８海域14水域で調査を行った。その結

果、代表的な水質汚濁の指標であるＢ

ＯＤ（生物化学的酸素要求量）及びＣ

ＯＤ（化学的酸素要求量）でみると河

川（ＢＯＤ）79水域、湖沼（ＣＯＤ）

１水域及び海域（ＣＯＤ）13水域で環

境基準を達成した。未達成の水域につ

いては表２－１に示した。環境基準を

達成した水域数を前年度と比較する

と、河川、湖沼では同数、海域では３

水域の増加で、環境基準（ＢＯＤ又は
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(注)　11年度の全国達成率は集計中

（年度）�
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図２－１　環境基準（ＢＯＤ又はＣＯＤ）達成率の推移
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ＣＯＤ）達成率は94.9％となり、前年度を上回った（図２－１）。

水系別の状況は次のとおりである。

\ａ　信濃川水系

類型指定を行っている本川２水域及び支川29水域の全ての水域で環境基準を達成した。

\ｂ　阿賀野川水系

類型指定を行っている本川１水域及び支川10水域のうち、都辺田川を除く10水域で環境基準

（ＢＯＤ）を達成した。

都辺田川については、生活排水及び畜産排水の影響が大きいと考えられる。

\ｃ　関 川 水 系

類型指定を行っている本川３水域及び支川９水域のうち矢代川上流を除く11水域で環境基準

（ＢＯＤ）を達成した。

矢代川上流については、生活系排水の影響が大きいと考えられる。

\ｄ　その他の河川

類型指定を行っている28水域のうち新島崎川を除く27水域で環境基準（ＢＯＤ）を達成した。

新島崎川については、生活系排水の影響が大きいと考えられる。

\ｅ　湖　　　沼

奥只見貯水池は、昭和62年度以降継続して環境基準（ＣＯＤ）を達成した。

鳥屋野潟は周辺の生活排水等の影響を受け、連続して環境基準を達成していないが、水質はこ

こ数年横ばいの状況にある。環境基準（湖沼Ｂ類型、５m/r以下）の早期達成及び生物に富む自

然豊かな鳥屋野潟の保全・再生を図ることなどとした鳥屋野潟水環境改善計画（水質改善計画・

第三期）に基づき、水環境改善の推進を図っているところである。

\ｆ　海　　　域

類型指定を行っている14海域のうち、新潟海域（東港水域）を除く13海域で環境基準（ＣＯＤ）

を達成した。

新潟海域（東港水域）の未達成原因については現在のところ不明であり、今後推移を見ていく

必要がある。

ı そ　の　他

要監視項目（人の健康の保護に関連する物質で引き続き知見の集積に努めるべきとされたもの）に

ついて、河川47地点、湖沼１地点で調査を実施したが指針値注１）を超過したものはなかった。

また、トリハロメタン生成能注２）について、河川９地点で調査を実施した。

これらの項目については、今後とも継続して公共用水域の水質測定を行い、その推移を把握してい

くこととしている。

燕市及び西蒲原郡内を流れる大通川の大通川橋（吉田町西槇地内）に設置した自動水質測定装置で、

全シアン及び六価クロムについて24時間の常時監視を実施している。11年度は、全シアンが環境基準

を超えないものの検出されたことがあり、周辺の事業場の指導を行った。

要監視項目にかかる指針値については、長期間摂取に伴う健康影響を考慮して算定された値であり、一時的にある程度この値
を超えるようなことがあっても、直ちに健康上の問題に結びつくものではない。
水道水中のトリハロメタンは、水道原水中に含まれる物質が浄水過程で塩素処理されることにより生ずるとされている。この

原水中の物質が塩素処理により、どれだけトリハロメタンになるかを検査した数値（トリハロメタンの潜在的な生成量）がトリ
ハロメタン生成能である。
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水　　域　　名

中 津 川 下 流
魚 野 川 上 流
三 国 川
宇 田 沢 川
渋 海 川
猿 橋 川 上 流
栗 ノ 木 川

５年間連続して環境基準
を達成している水域

渋 江 川 下 流
矢 代 川 上 流
矢 代 川 下 流
５年間連続して環境基準
を達成している水域
常 浪 川
都 辺 田 川
５年間連続して環境基準
を達成している水域
胎 内 川 上 流
新 島 崎 川
国 府 川

５年間連続して環境基準
を達成している水域

鳥 屋 野 潟
奥只見貯水池は５年連続して環境基準を達成している。

新　　潟　　海　　域(甲)

新　　潟　　海　　域(乙)

新　潟　海　域(新潟東港)

弥 彦 ・ 米 山 地 先 海 域
(弥 彦 地 先)

弥彦・米山地先海域(米山地先)

西 頸 城 地 先 海 域

真 野 湾

県 北 海 域
５年連続して環境基準を
達成している水域

地　点　名
（環境基準点）
中 津 川 橋
東 橋
三 国 川 橋
宇 田 沢 橋
飯 塚 橋
霞 橋 上 流
両 新 橋

信濃川中流・下流、中津川上流、清津川上流・下流、魚野川下流、佐梨川上流・下流、破間川
猿橋川下流、刈谷田川、五十嵐川上流・下流、加茂川上流・下流、能代川、小阿賀野川
中ノ口川、西川上流・下流、通船川、栗ノ木川上流、河口港、放水路

中川新道橋
瀬渡橋上流
新 箱 井 橋

関川上流・中流・下流、渋江川上流、保倉川上流・中流・下流、飯田川上流・下流

城 山 橋
南 郷 大 橋

阿賀野川、新谷川、安野川、福島潟、新井郷川上流・中流・下流、新発田川、早出川

胎 内 川 橋
初 君 橋
国 府 橋
大川、三面川、高根川、荒川中流・下流、胎内川中流・下流、落堀川、加治川、新川、島崎川、郷本川
鯖石川上流・中流・下流、鵜川上流・下流、柿崎川上流・下流、吉川、能生川、早川、青海川、姫川
大通川

弁 天 橋

,１
,11

,13

,４
,５
,15

,２
,４
,７
,３
,１
,３
,２

新潟海域（丙）、直江津海域、両津湾（甲、乙、丙）、小木港

水 域 類 型

Ａ － イ
ＡＡ－イ
Ａ － イ
Ａ － イ
Ａ － イ
Ａ － イ
Ｅ － ハ

Ｃ － イ
ＡＡ－イ
Ａ － イ

ＡＡ－イ
Ａ － イ

ＡＡ－イ
Ｂ － イ
Ｂ － イ

Ｂ － ロ

Ａ － イ
Ａ － イ
Ａ － イ
Ａ － ロ
Ａ － ロ
Ｂ － イ
Ａ － イ
Ａ － イ
Ａ － イ
Ａ － イ
Ａ － イ
Ａ － イ
Ａ － イ

基 準 値

２
１
２
２
２
２
10

５
１
２

１
２

１
３
３

５

２
２
２
２
２
３
２
２
２
２
２
２
２

年　　度　　別　　状　　況
７
0.9

0.6

2.6

1.4

2.0

2.1

12

9.1

1.2

1.3

0.8

2.1

1.2

2.6

2.1

6.1

1.7

1.9

2.0

2.3

2.4

2.2

2.1

2.6

1.7

2.2

2.4

2.1

1.8

８
1.2

1.0

1.5

1.6

2.1

2.4

9.6

13

1.1

2.2

0.7

2.5

0.9

3.1

3.4

6.9

1.6

1.8

1.9

1.9

2.1

2.9

2.1

2.0

1.7

1.6

1.3

1.4

1.7

９
2.2

0.9

1.6

2.4

1.3

2.3

6.1

4.7

1.1

1.5

2.7

0.7

2.1

2.4

5.7

2.2

2.5

2.6

1.8

2.5

3.1

1.8

2.1

2.1

1.4

1.7

1.7

2.3

10

0.7

1.1

1.0

1.5

1.8

2.0

6.4

6.5

0.8

0.8

0.8

2.1

0.8

2.2

1.2

5.4

1.9

1.9

1.7

2.1

2.0

2.9

2.2

2.5

2.4

1.6

2.0

2.2

1.8

11

0.8

0.6

1.3

0.9

1.4

1.6

4.3

3.4

1.3

1.1

1.0

2.4

0.8

3.2

1.5

6.0

1.9

1.6

1.9

1.9

2.0

3.1

1.0

0.9

1.1

1.7

1.2

1.5

1.7

水
系

（注）１．年度別状況の数字はＢＯＤ（湖沼及び海域はＣＯＤ）の75％を示す。
　　　　　なお、75％値とは、ｎ個の日間平均値を水質の良いものから並べたときの0.75×ｎ番目（小数点以下は切り上げ）の数値
　　　　である。
　　　２．　　　　　印は、環境基準を達成しなかったことを示す。�

（単位：m/r）�

表２－１　生活環境項目（ＢＯＤ又はＣＯＤ）が、最近の５年間で環境基準を
達成できなかったことのある水域の経年変化
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イ　海水浴場の水質

海水浴場を健全なレクリエーションの場として確保するため、年間延べ利用者数がおおむね１万人以

上の65海水浴場（新潟市の６海水浴場を含む。）を対象として、11年度についてもシーズン前とシーズ

ン中の２回、pH、透明度、油膜、ＣＯＤ及びふん便性大腸菌群数の５項目について水質調査を実施した。

その結果、調査対象のすべての海水浴場がシーズン前、シーズン中ともに海水浴場に適した水質であっ

た。詳細は表２－２に示したとおりであり、シーズン前は「水質ＡＡ」43海水浴場、「水質Ａ」19海水

浴場、「水質Ｂ」３海水浴場であり、シーズン中ではそれぞれ25、32、８海水浴場であった。

なお、11年度は県内の82か所の海水浴場において、延べ609万１千人の利用があった。

また、65海水浴場において、シーズン中に病原性大腸菌Ｏ－157について調査を実施したが、いずれ

の海水浴場においても検出されなかった。
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表２－２　11年度海水浴場水質調査結果
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柏 崎 市

柿 崎 市

大 潟 町

上 越 市

名 立 町

能 生 町

糸魚川市

青 海 町

両 津 市

相 川 町

佐和田町

真 野 町

小 木 町

岩 室 村

シ　ー　ズ　ン　前�

Ｃ Ｏ Ｄ �
�

（m/r）�

1.5

1.5

1.9

1.3

1.6

1.7

1.6

1.5

1.6

1.5

1.6

1.3

1.4

1.6

1.4

1.5

1.7

1.7

1.6

1.5

1.5

1.6

1.9

1.8

1.7

1.6

1.9

1.4

1.2

1.1

0.6

0.7

0.5

0.8

1.2

1.0

1.1

1.2

2.0

ふ ん 便 性 �
大腸菌群数�
（個/100p）�

４

２未満

23

３

８

２未満

２未満

２未満

２未満

３

２

２未満

２未満

２未満

２未満

２未満

２未満

２未満

４

２未満

38

２未満

２未満

７

２未満

２未満

２未満

２未満

２未満

２未満

２未満

２未満

２未満

２未満

２未満

７

２未満

２未満

70

透明度�

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

判 定 �

水質 Ａ

水質ＡＡ

水質 Ａ

水質 Ａ

水質 Ａ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質 Ａ

水質 Ａ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質 Ａ

水質ＡＡ

水質 Ａ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質 Ａ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質 Ａ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質 Ａ

シ　ー　ズ　ン　中�

Ｃ Ｏ Ｄ �
�

（m/r）�

0.7

0.9

1.0

0.9

1.1

0.6

0.5

1.3

1.1

1.1

1.9

1.6

1.3

1.5

1.4

1.6

1.5

1.4

1.4

1.5

1.8

1.5

1.8

1.9

0.7

0.9

0.7

1.4

1.6

1.2

0.7

0.6

1.0

1.1

1.2

1.1

0.8

0.7

1.0

ふ ん 便 性 �
大腸菌群数�
（個/100p）�

２未満

２

２未満

73

12

22

２未満

５

17

２未満

６

２未満

２未満

６

２

２未満

２未満

２未満

３

２未満

２未満

57

３

37

２

４

８

19

10

２未満

２未満

２未満

２未満

２

３

２未満

５

２未満

11

透明度�

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

全透

判 定 �

水質ＡＡ

水質 Ａ

水質ＡＡ

水質 Ａ

水質 Ａ

水質 Ａ

水質ＡＡ

水質 Ａ

水質 Ａ

水質ＡＡ

水質 Ａ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質 Ａ

水質 Ａ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質 Ａ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質 Ａ

水質 Ａ

水質 Ａ

水質 Ａ

水質 Ａ

水質 Ａ

水質 Ａ

水質 Ａ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質ＡＡ

水質 Ａ

水質 Ａ

水質ＡＡ

水質 Ａ

水質ＡＡ

水質 Ａ

調　査�

担　当�

新潟県�

海水浴場�
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s

ア　生活排水処理の現状と課題

県内の主な河川におけるＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）汚濁負荷量の発生源別の割合は、図２－２

のとおりであり、生活排水が主要な汚濁源となっている。

生活排水は、図２－３に示したようにし尿と生活雑排水（台所排水、洗濯排水、入浴排水等）に区分

されるが、台所排水等の生活雑排水については、未処理で排出される割合が高く、11年度末現在、県内

の全人口の約60％に相当するものが未処理で河川等公共用水域に排出されている。

このため、公共用水域の水質の改善を進めるためには、工場・事業場の排水規制に加えて、生活排水

対策の実施を推進することが重要な課題となっている。そこで、県では、関連する諸施策の調整を図り、

地域の実情に応じた計画的かつ合理的な生活排水対策を進めている。

イ　生活排水対策重点地域の指定

２年度の水質汚濁防止法の改正により、生活排水対策を推進する制度的枠組みが整備され、県による

生活排水対策重点地域の指定や流域の市町村による生活排水対策推進計画の策定などが定められた。

当県では、３年度に鳥屋野潟流域、４年度に西川流域、新発田川流域及び加茂湖流域、５年度に新島

崎川・郷本川・島崎川流域、７年度に飯田川流域及び矢代川流域の計７地域（22市町村）が生活排水対

策重点地域に指定されている。今後も、水域の水質汚濁が進み、生活排水対策の推進が特に必要な流域

を重点地域に指定していくこととしている。また、３年度に創設した「せせらぎ回復事業」により、市

町村の事業に対する補助を実施するなど、きめ細かな生活排水対策を推進している。

なお、11年度は、この「せせらぎ回復事業」の補助により、鳥屋野潟流域の新潟市が生活排水対策推

進計画の改訂を行ったほか、１村で目の細かい三角コーナー等の生活排水対策用品の配布事業が実施さ

れた。

ウ　施設整備等による生活排水対策

し尿と生活雑排水とを併せて処理する生活排水処理施設としては、下水道、農業集落排水施設、漁業

集落排水施設、林業集落排水施設、コミュニティ・プラント及び合併処理浄化槽があり、12年３月末現

在、これらの生活排水処理施設による処理人口比率は、表２－３のとおり県内全人口の39.9％となっている。

生活排水を適切に処理するためには、下水道等の生活排水処理施設を整備していくことが重要である

が、その整備には相当な歳月を要することから、これらの整備だけでなく、家庭内で実施可能なきめ細

信 濃 川�

阿賀野川�

関　　川 �

荒　　川 �

新　　川 �

生活排水��事業系排水��Q¢畜産系� 自然系�

0 20 40 60 80 100％�

�Q¢
��QQ¢¢�Q¢
��QQ¢¢
��
��
QQ
QQ
¢¢
¢¢

�
�
�
�����
�

5.9

1.5

1.9

2.2

1.6

3.6

1.7

69.0

75.0

58.4

66.7

81.7

23.2

15.1

38.5

13.3

9.4

7.7

16.4

7.2

生 活 排 水　　　し　　　尿�

　　　　　　　　生活雑排水　　　台 所 排 水�

　　　　　　　　　　　　　　　　洗 濯 排 水�

　　　　　　　　　　　　　　　　入 浴 排 水�

　　　　　　　　　　　　　　　　そ　の　他�

図２－２　ＢＯＤ汚濁負荷荷量割合（９年３月末現在） 図２－３　生活排水の区分
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かな生活排水対策の推進が重

要な課題となっている。この

ため、県内の市町村では、簡

易沈殿槽の設置の推進や目の

細かいストレーナーや三角コ

ーナーの使用の普及等につい

て啓発事業を実施し、生活排

水の負荷量削減に努めている。

エ　下水道の整備

下水道は、健康で快適な生

活環境を整備するためには欠

くことのできない公共施設で

あるとともに、河川、海域等

の公共用水域の水質保全のた

めの基本的かつ効果的な施設

として位置づけられており、

県及び市町村において積極的

に事業を推進している。

12年３月末現在における新

潟県の下水道普及率は42.0％

となっており、11年３月末現

在に比し3.1ポイントの伸び

を示したが、全国の下水道普

及率58％(11年３月末)に比べ

著しく立ち遅れていることか

ら、今後とも積極的に下水道

の整備を進めていく必要があ

る。また、併せて処理区域内

における水洗化についてもよ

り一層推進を図らなければならない。

流域下水道

流域下水道は、広域的な下水道事業として県が実施しているもので、信濃川下流流域下水道の新潟・

新津・長岡の３処理区、魚野川流域下水道の六日町・堀之内の２処理区、国府川流域下水道の国府川処

理区、阿賀野川流域下水道の新井郷川処理区並びに西川流域下水道の西川処理区の５流域８処理区で事

業を実施している。

このうち新潟処理区は昭和55年度、新津処理区は58年度、長岡処理区は60年度、六日町処理区は平

成２年度、堀之内処理区は４年度、国府川処理区は７年度、新井郷川処理区は９年度にそれぞれ供用

を開始した。

下 水 道 �

農業集落排水施設�

漁業集落排水施設�

林業集落排水施設�

コミュニティ・プラント�

合 併 処 理 浄 化 槽 �

合　　　　　計�

市町村数�

73

53

5

1

3

103

-

水洗化・生活雑�
排水処理人口�
（千 人）�

814.0

96.4

2.4

0.1

7.6

69.2

989.7

水洗化・生活雑�
排水処理人口�
比 率（％）�

32.8

3.9

0.1

0.004

0.3

2.8

39.9

処　理　形　態�

（12年３月末現在）

8
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32
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44
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42

59 60 61 62 63 元�２�３�４�５�６�７�８�９�10 11

（年度末）

10.0
10.6

11.4
12.9

14.3

16.3

18.4

20.0

22.8

25.7

28.0

30.8

33.5

36.1

38.9

42.0

下
水
道
普
及
率�

（％）�

注）　下水道普及率(％)＝
処理区域内人口

×100

　　　　　　　　　  
行　政　人　口�

表２－３　生活排水の処理形態別人口等

図２－４　新潟県の下水道普及率
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新 潟 市 �
長 岡 市 �
三 条 市 �
柏 崎 市 �
新 津 市 �
小 千 谷 市 �
加 茂 市 �
十 日 町 市 �
見 附 市 �
村 上 市 �
燕 市 �
栃 尾 市 �
糸 魚 川 市 �
新 井 市 �
五 泉 市 �
豊 栄 市 �
上 越 市 �
市 部 計 �
安 田 町 �
豊 浦 町 �
聖 籠 町 �
中 条 町 �
小 須 戸 町 �
村 松 町 �
横 越 町 �
亀 田 町 �
弥 彦 村 �
分 水 町 �
田 上 町 �
下 田 村 �
中 之 島 町 �
津 川 町 �
鹿 瀬 町 �
上 川 村 �
三 川 村 �
越 路 町 �
三 島 町 �
与 板 町 �
和 島 村 �
出 雲 崎 町 �
川 口 町 �
堀 之 内 町 �
小 出 町 �
湯 之 谷 村 �
広 神 村 �
守 門 村 �
湯 沢 町 �
塩 沢 町 �
六 日 町 �
大 和 町 �
川 西 町 �
津 南 町 �
中 里 村 �
小 国 町 �
西 山 町 �
松 代 町 �
松 之 山 町 �
妙 高 高 原 町 �
妙 高 村 �
板 倉 町 �
名 立 町 �
能 生 町 �
青 海 町 �
荒 川 町 �
神 林 村 �
朝 日 村 �

行 政 人 口
（人）
Ａ

486,638

190,053

85,978

87,078

67,425

42,380

33,885

44,028

44,455

31,707

44,017

25,684

32,469

28,184

39,217

50,055

132,695

1,605,928

10,595

10,141

13,655

27,963

10,762

21,122

10,910

32,450

8,683

16,062

13,882

11,793

13,114

5,442

3,010

3,612

4,370

14,573

7,460

7,663

5,210

6,032

5,932

9,861

12,665

6,630

9,428

5,218

9,029

21,099

28,984

15,134

8,366

12,691

6,539

7,534

7,213

4,373

3,246

6,859

5,162

7,796

3,503

11,193

10,200

11,833

11,069

12,687

処 理 区 域
人口（人）

Ｂ
302,643

175,288

9,980

52,537

34,446

23,016

14,180

22,488

28,441

4,936

16,131

14,564

15,842

15,737

13,654

8,847

38,190

790,920

4,130

1,081

555

11,917

9,030

12,107

9,852

25,675

7,331

300

3,150

1,271

3,038

2,818

931

884

643

11,354

5,954

7,487

2,141

2,183

4,004

8,276

9,876

3,636

3,881

3,802

6,564

7,301

9,632

6,451

3,831

2,200

3,013

5,226

697

130

1,320

961

2,266

1,630

1,942

7,342

8,844

2,200

1,948

3,070

水　洗　化
人口（人）
Ｃ

248,257

161,861

3,656

46,518

25,593

16,506

9,359

18,094

24,542

1,860

9,773

10,377

11,283

13,184

8,986

7,000

29,055

645,904

1,960

892

０
7,036

6,405

7,956

7,406

19,200

4,754

０
2,595

62

1,359

999

192

378

564

10,411

4,401

4,829

1,642

998

2,603

6,433

6,012

3,123

3,576

3,517

4,801

4,584

8,033

3,428

2,704

０
1,706

4,418

235

０
894

801

856

０
1,731

7,011

7,962

860

456

790

水 洗 化 率

Ｃ/Ｂ（％）
82.0

92.3

36.6

88.5

74.3

71.7

66.0

80.5

86.3

37.7

60.6

71.3

71.2

83.8

65.8

79.1

76.1

81.7

47.5

82.5

0.0

59.0

70.9

65.7

75.2

74.8

64.8

0.0

82.4

4.9

44.7

35.5

20.6

42.8

87.7

91.7

73.9

64.5

76.7

45.7

65.0

77.7

60.9

85.9

92.1

92.5

73.1

62.8

83.4

53.1

70.6

0.0

56.6

84.5

33.7

0.0

67.7

83.4

37.8

0.0

89.1

95.5

90.0

39.1

23.4

25.7

普　及　率

Ｂ/Ａ（％）
62.2

92.2

11.6

60.3

51.1

54.3

41.8

51.1

64.0

15.6

36.6

56.7

48.8

55.8

34.8

17.7

28.8

49.3

39.0

10.7

4.1

42.6

83.9

57.3

90.3

79.1

84.4

1.9

22.7

10.8

23.2

51.8

30.9

24.5

14.7

77.9

79.8

97.7

41.1

36.2

67.5

83.9

78.0

54.8

41.2

72.9

72.7

34.6

33.2

42.6

45.8

17.3

46.1

69.4

9.7

3.0

40.7

14.0

43.9

20.9

55.4

65.6

86.7

18.6

17.6

24.2

山 北 町 �
相 川 町 �
佐 和 田 町 �

8,373

9,770

10,041

4,582

141

4,266

3,045

５
1,472

66.5

3.5

34.5

54.7

1.4

42.5

金 井 町 �
新 穂 村 �
畑 野 町 �

7,207

4,688

5,420

2,212

726

1,125

988

113

367

44.7

15.6

32.6

30.7

15.5

20.8

真 野 町 � 6,305 2,934 1,388 47.3 46.5

小 木 町 �
町 村 部 計 �
県 計 �

3,998

876,458

2,482,386

1,400

251,261

1,042,181

100

168,051

813,955

7.1

66.9

78.1

35.0

28.7

42.0

供　用　開　始

市　町　村　名

（12年３月末現在）�
（供用開始市町村数：73市町村）

※ 行政人口の合計欄は、未供用市町村も含む。�

表２－５　11年度下水道普及率一覧表
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ı 公共下水道

市町村が行う下水道のうち、主として市街地に設置されるものを公共下水道といい、主として市街

地以外に設置されるものを特定環境保全公共下水道という。

12年３月末現在、97の市町村で事業を実施し、73市町村で供用を開始している。

都市下水路

都市下水路は、市街地の雨水を排除するための事業で、11年度は２市２か所で実施している。

オ　農業集落排水施設等の整備

農業集落排水事業は、農業用用排水の水質保全による生産性の高い農業の実現と活力ある農村社会を

形成、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、昭和48年度に農村総合整備モデル事業の一工種と

して創設され、58年からは集落排水施設整備を単独事業として実施している。県では事業の一層の推進

を図るため、12年度より事業費の15％補助から市町村の下水道債償還に対し12％後年度補助制度に変更

し、計画的な事業推進を図ることとした。

現在まで59市町村で実施しており、11年度末の供用開始状況は53市町村で129,174人となっている。

また、６年度からは、林業地域総合整備事業において林業集落排水施設整備も実施され、12年３月末

現在で１町（２地区）で整備済となっており、今後も未整備地区での計画的実行を進めていく。

一方、漁港及び背後集落における生活雑排水等汚水の処理施設は、漁港の機能増進と漁村集落の生活

環境の改善を目的として実施している漁業集落環境整備事業の中で整備を進めており、12年３月末現在、

５町村（６漁港）で整備済となっている。

また、し尿と生活雑排水を併せて処理する施設でコミュニティー・プラントについては、３市町村で

整備済みである。

カ　合併処理浄化槽の普及促進

浄化槽にはし尿だけを処理する単独処理浄化槽とし尿と生活雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽

がある。合併処理浄化槽は下水道の終末処理場なみの処理能力を有し、比較的安価で、短期間に設置す

ることができ、公共用水域等の水質浄化に貢献できることから、国では62年度から補助制度を創設し、

合併処理浄化槽の普及促進を図っており、県でも２年度から県費補助制度を創設し、また６年度には、

財政力の低い市町村に対して、補助対象事業費を超える額を市町村が補助する場合に、その1／２を更

に上乗せ補助する補助制度を設け、一層の普及促進に努めている。

当県では、国庫補助制度による合併処理浄化槽設置整備事業により、11年度には56市町村で640基が

設置された。11年度末における合併処理浄化槽の実際の処理人口は76,890人であり、総人口に対する割

合は3.1％である。
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d

水質汚濁防止法では、公共用水域の水質汚濁の防止を図るため、特定施設を有する工場及び事業場（特

定事業場）からの排出水及び地下浸透

水について規制している。

県では、国が定めている全国一律の

排水基準にかえて、表２－７のとおり

信濃川水域等12水域でＢＯＤ、ＣＯＤ、

ＳＳ等について、さらに県内全域でク

ロムについて上乗せ排水基準を定め規

制の強化を図っている。

また、新潟県生活環境の保全等に関

する条例により水質汚濁防止法に定め

る特定施設以外の施設を有する工場・

事業場からの排出水についても規制し

ている。

信 濃 川 水 域 �

鳥 屋 野 潟 水 域 �

関 川 水 域 �

渋 江 川 水 域 �

胎内川水域及び荒川水域�

石川水域及び鵜川水域�

新 井 郷 川 水 域 �

青 海 川 水 域 �

新 潟 東 港 水 域 �

両 津 湾 水 域 �

そ の 他 の 水 域 �

適　　用　　項　　目�

ＢＯＤ、ＳＳ、フェノール類、Ｃｕ、Ｃｒ�

同　　　　　　　上�

同　　　　　　　上�

同　　　　　　　上�

ＢＯＤ、ＳＳ、Ｃｒ�

同　　　　　　　上�

同　　　　　　　上�

ＢＯＤ、Ｃｒ�

ＣＯＤ、Ｃｒ�

ＢＯＤ、ＣＯＤ、Ｃｒ�

Ｃｒ�

適　用　区　域�

水
　
　
質
　
　
汚
　
　
濁
　
　
防
　
　
止
　
　
法�

県条例�

合　　　　　　　　　　計

業　　　　　　　種�

畜 産 農 業 �

食 料 品 製 造 業 �

繊 維 工 業 �

パルプ、紙又は紙加工品製造業�

化 学 工 業 �

ガラス又はガラス製品製造業、窯業�

生コンクリート、セメント製品製造業�

採 石 業 、 砂 利 採 取 業 �

鉄 鋼 業 、 非 鉄 金 属 製 造 業 �

金属製品製造業、機械器具製造業�

浄 水 場 �

旅 館 業 �

飲 食 店 業 �

洗 濯 業 �

病 院 �

試 験 研 究 機 関 �

ご み 焼 却 場 �

し 尿 処 理 施 設 �

下 水 道 終 末 処 理 施 設 �

共 同 処 理 施 設 �

そ の 他 �

小　　　　　　　　　　計

活性白土、ほうろう製品製造業�

水 産 練 製 品 、 そ う 菜 製 造 業 �

特定施設

番　　号�
1の2

2～17

19

23

24～50

53、57、58

54、55

59、60

61、62

63、65、66

64の2

66の2

66の3～7

67

68の2

71の2

71の3

72

73

74

1、2

3、4

特定事業

場　　数�
1,000

1,528

264

5

45

22

332

145

15

602

34

4,128

191

709

32

147

36

383

84

34

1,427

11,163

1

13

11,177

基準適用

事業場数�
13

140

42

4

31

18

103

48

10

352

30

198

59

210

15

65

7

346

84

32

269

2,076

1

8

2,085

立入検査事業場数�

実数(Ａ)

13〔 14〕

97〔 13〕

24〔  2〕

4   　　�

22〔  2〕

14〔  1〕

32〔 13〕

29〔  3〕

11〔  1〕�

137〔  7〕

15〔  1〕�

84〔 10〕

45〔  3〕

74〔 29〕

11〔  1〕

21〔  1〕

3   　　�

256〔  7〕

57〔  3〕

23   　　�

91〔 11〕

1,063〔122〕

1   　　�

7   　　�

1,071〔122〕

延数(Ｂ)

15〔 14〕

115〔 14〕

30〔  2〕

7   　　�

51〔  2〕

18〔  1〕

46〔 14〕

33〔  3〕

15〔  1〕�

173〔  7〕

18〔  1〕�

91〔 10〕

51〔  3〕

79〔 29〕

15〔  1〕

23〔  1〕

3   　　�

275〔  7〕

75〔  3〕

29   　　�

102〔 11〕

1,264〔124〕

1   　　�

7   　　�

1,272〔124〕

基準抵触事業場数�

実数(Ｃ)

2

17

5

1

2

5

2

2

1

12

0

4

5

6

1

0

0

12

1

4

2

84

0

0

84

延数(Ｄ)

3

19

6

1

2

5

3

2

1

14

0

4

6

7

2

0

0

12

1

4

2

94

0

0

94

抵　触　率（％）�

Ｃ/Ａ×100

15.4

17.5

20.8

25.0

9.1

35.7

6.3

6.9

9.1

8.8

0.0

4.8

11.1

8.1

9.1

0.0

0.0

4.7

1.8

17.4

2.2

7.9

0.0

0.0

7.8

Ｄ/Ｂ×100

20.0

16.5

20.0

14.3

3.9

27.8

6.5

6.1

6.7

8.1

0.0

4.4

11.8

8.9

13.3

0.0

0.0

4.4

1.3

13.8

2.0

7.4

0.0

0.0

7.4

区
分�

注）　１．立入検査事業場数の延数は、検体数で表した。�
　　　２．〔　〕内は、検体の採取を行わない施設等検査数を外数で表したものである。�

表２－７　上乗せ排水基準適用区域及び適用項目

表２－８　12年３月末現在の特定事業場数、排水基準適用事業場数及び立入検査結果
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11年度末現在の特定事業場数は、新潟県生活環境

の保全等に関する条例で規制されている14事業場を

含め11,177（うち新潟市658）であり、「旅館業」、

「食料品製造業」及び「畜産農業」が、各々全体の

36.9％、13.7％、8.9％を占めている。また、このう

ち有害物質の使用状況と排水量から、排水基準が適

用される特定事業場数は2,085（うち新潟市157）と

なっている。

11年度は、排水基準適用事業場のうち、1,071事

業場（うち新潟市112）については採水を伴う立入

検査を、122事業場については施設等検査を実施し、

排水基準の遵守状況並びに特定施設及び排水処理施

設の維持管理等の状況について監視を行った。その

結果、排水基準に抵触した事業場数は84（うち新潟

市11）で、抵触率は7.8％となった。抵触率を業種

別にみると、「ガラス又はガラス製品製造業、窯業」

35.7％、「パルプ、紙又は紙加工品製造業」25.0％、

「繊維工業」20.8％となっている（表２－８）。

排水基準に抵触又はそのおそれのある事業場に対しては、行政処分又は行政指導を行った。実施した行

政処分及び行政指導の内容は表２－９のとおりである。

また、水質汚濁防止法及び新潟県トリクロロエチレン等環境汚染防止対策要綱に基づきトリクロロエチ

レン等を含む排出水の監視を行っており、その結果は表２－11のとおりである。

行 政 処 分�

行
　
　
　
政
　
　
　
指
　
　
　
導�

内　容�

方　法�

内　　　　　容�

改 善 命 令 �

排出水の一時停止命令�

特定施設の使用方法の改善�

排水処理施設の維持管理�

排水処理施設の設置�

排水処理施設の改善�

廃 棄 物 の 適 正 管 理 �

排出水の排出方法等�

その他（届出指導を含む）�

合　　　　　計�

口 頭 に よ る 指 導 �

文 書 に よ る 指 導 �

呼び出しによる指導�

そ の 他 �

合　　　　　計�

件　　数�

0

0

8

124

2

11

6

15

155

321

150

114

57

0

321

区　　分�

特 定 事 業 場 数 �

排 水 基 準 適 用 事 業 場 数 �

立入検査事業場数�

排水基準抵触数�

排水基準抵触率�

（％）�

改 善 命 令 件 数 �

排出水の排水の一時停止命令件数�

行 政 指 導 件 数 �

実 数 �

延 数 �

実 数 �

延 数 �

実 数 �

延 数 �

７ 年 度�

11,528

2,027

1,076〔206〕

1,447〔214〕

129

141

12.0

9.7

4

3

226

８ 年 度�

11,551

2,042

1,112〔191〕

1,453〔193〕

154

175

13.8

12.0

1

1

263

９ 年 度�

11,263

2,034

1,168〔205〕

1,447〔211〕

119

131

10.2

9.1

0

0

237

10 年 度�

11,121

2,048

1,124〔223〕

1,448〔229〕

118

134

10.5

9.3

0

0

357

年度�
区分�

注１）立入検査事業場数の延数は、検体数で表した。�
　２）〔　〕内は、検体の採取を行わない施設等検査数を外数で表したものである。�

11 年 度�

11,177

2,085

1,071〔122〕�

1,272〔124〕�

84

94

7.8

7.4

0

0

321

表２－９　10年度の行政処分及び行政
指導実施状況

表２－10 排水基準抵触率及び行政処分、行政指導件数の推移
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繊 維 工 業�

化 学 工 業�

窯業・土石製品製造業�

非鉄金属製品製造業�

金 属 製 品 製 造 業�

一般機械器具製造業�

電気機械器具製造業�

輸送機械器具製造業�

精密機械器具製造業�

洗 濯 業�

そ の 他�

小　　　　計�

新 潟 市 調 査 分�

総　　　　計�

７　年　度�

立入�
事業�
場数�

12（  1）�

5

1

4

135（  2）�

12（  2）�

10

3

3

68（  2）�

36

289（  7）�

10（  2）�

299（  9）�

排水
基準
超過
数　�

1

11

12

24

1

25

８　年　度�

立入�
事業�
場数�

11

3

1

3

145（  1）�

12

8

1

5

64

8

261（  1）�

11（  1）�

227（  2）�

排水
基準
超過
数　�

2

17

6

25

25

９　年　度�

立入�
事業�
場数�

13

2

2

3

139

12（  1）�

8

1

3

59

9

251（  1）�

15

266（  1）�

排水
基準
超過
数　�

1

1

5

4

1

12

2

14

11　　　年　　　度�

立入�
事業�
場数�

10

1

1

3

63

8

7

1

52

21

167

39

206

排水基準超過数�

�

1

3

4

2

6

トリク
ロロエ
チレン�

1

1

1

テトラ
クロロ
エチレ
ン　　�

3

3

2

5

1,1,1_

トリク
ロロエ
タン　�

11年度延数�

立入�
事業�
場数�

14

5

1

3

68

9

8

1

54

25

188

46

234

排水
基準
超過
数　�

1

3

4

2

6

年 度�
�
�
�
�
�
業　　種　　名�
（産業分類中分類）�

注）　（　）内は、「新潟県トリクロロエチレン等環境汚染防止対策要綱」のみの立入事業場数で内数�

10　年　度�

立入�
事業�
場数�
�
�

11

2

1

2

100

9（  1）�

7

3

57

10（  1）�

202（  2）�

16

218（  2）�

排水
基準
超過
数　�

1

2

1

2

1

7

7

f

湖沼は一般に水の交換が悪い閉鎖性水域であり、近年、全国的にその水質汚濁が顕在化している。また、

生活排水等による窒素、燐等の栄養塩類の流入によって、湖内にプランクトンが大量増殖し、湖水が異臭

味をもったり、ＣＯＤ濃度が上昇したりするいわゆる富栄養化現象による利水障害も、琵琶湖や霞ヶ浦等

の全国の多くの湖沼で発生している。

県内には天然湖沼（面積0.01h以上のもの）やダム湖が170余りあるが、環境基準の類型指定（全窒素、全

燐を除く。）を行っているのは鳥屋野潟と奥只見貯水池の２湖沼である。鳥屋野潟については、昭和46年の類

型指定以降、環境基準を達成しておらず、現在、計画的に水質改善対策を進めているところである。奥只見

貯水池については51年の類型指定以降、61年度に環境基準を超えたものの、それ以降は環境基準を達成して

いる。

ア　鳥屋野潟水質汚濁対策

水質汚濁問題の経緯

鳥屋野潟は新潟市の市街地に隣接し、亀田郷一帯の治水に重要な役割を果たすとともに、人々の憩

いの場としても貴重な水辺空間を形づくっている。

しかし、鳥屋野潟の水質は、図２－５に示すとおり、流域の都市化の進展に伴い汚濁が進み、50年

代には、その指標であるＣＯＤ（化学的酸素要求量）が環境基準「湖沼Ｂ類型（ＣＯＤ５m/r以下）」

の２倍を超えるなどの状況であった。

このため、県では60年度に建設省北陸地方建設局、県、流域市町村等関係行政機関からなる「鳥屋

表２－11 トリクロロエチレン等の排水監視調査結果
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野潟総合整備推進行政連絡会議・水質汚濁対策部会」を設置し、同年度に第一期の「鳥屋野潟水質改

善計画」を、２年度には第二期の改善計画を、７年度には第三期の改善計画を定め、これらの計画に

基づき施策の推進を図ってきた。その結果、水質は相当程度改善され、第一期計画においては環境基

準達成までの中間の目標としたＣＯＤ８m/rを達成することができた。しかし、第三期計画の計画

期間中の10年度には過去最良の5.4m/rとなったものの、最終年度の11年度では6.0m/rであり目標

としている環境基準の達成には至らなかった。

ı 「鳥屋野潟水環境改善計画（水質改善計画・第三期）」の概要

「鳥屋野潟水環境改善計画（水質改善計画・第三期）」は、計画期間を７年度から11年度までとし、

目標を水質環境基準の早期達成、生物に富む自然豊かな潟の構築などとしている。計画では図２－６

に示す施策を推進していくこととしており、その実施方針は次のとおりである。

①　流入汚濁負荷量に占める生活排水の割合が依然として高いことなどを考慮し、下水道、農業集落

排水施設等の一層の整備促進を図る。

②　工場・事業場について、下水道への接続、未整備地域にあっては適切な排水処理、維持管理の指

導などにより一層の汚濁負荷の削減に努める。

弁　天　橋�

潟　出　口�

（親松側）�

全 国 ワ ー ス ト 順 位�

平 均 値（m/r）�
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７

5.5

6.1

6.9

7.6

24

８

6.6

6.9

8.9

9.5

18

９

5.3

5.7

7.5

8.0

23

10

5.5

5.4

7.4

9.1

22
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環　境�
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監　視�

補助点�

�

年 度�区 分�

注）　１　環境基準の達成状況は、環境基準点である弁天橋のＣＯＤ75％値により判断する。
　　　２　75％値とは、ｎ個の日間平均値を水質の良いものから順に並べたときの0.75×ｎ番目の数値である。
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5.5
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-
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75％値�
平均値�

中間目標�
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表２－12 鳥屋野潟のＣＯＤの測定結果

図２－５　弁天橋におけるＣＯＤの経年変化
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③　潟の持つ特性を考慮し、

水交換の促進や流入負荷の

希釈効果を持つフラッシン

グ、底泥のしゅんせつなど

の直接浄化対策について推

進していく。

④　水辺の美化の促進を図る

とともに、潟が本来有する

生物の良好な生育環境の保

全、再生等に努める。

水環境改善対策の実施状況

と水質の推移

水環境改善対策の主な実施

状況は表２－13のとおりであ

る。

下水道は11年度末で普及率

が74 .1％となり、前年度の

69.1％より5.0％増加し、順調

に整備が進んでいる状況にあ

る。生活雑排水対策は７年度

に第二期の生活排水対策推進

計画を策定し、この計画に基

下 水 道 整 備 事 業 �

生 活 雑 排 水 対 策 �

農業集落排水対策�

特定事業場排水対策�

未規制事業場排水対策�

流入水路浄化対策�

フラッシング事業�

し ゅ ん せ つ 事 業 �

水辺の美化促進対策�

施　　策　　の　　実　　施　　状　　況�

　流域下水道及び公共下水道の整備を行い、11年度末の下水道処理区域内の人口は149,064人、普及
率は74.1％となった。

　鳥屋野潟流域は水質汚濁防止法に基づく「生活排水対策重点地域」に指定されており、流域の市
町は第一期に引き続き第二期の「生活排水対策推進計画」を策定し（８年３月）、住民啓発などを
実施した。

　新潟市の西野、大淵、西山、江口及び両川の５処理区で事業を実施しており、水洗化の促進を図っ
た。なお、両川処理区は10年６月に供用開始した。11年度処理区域内人口9,517人。

　一日当たりの平均排水量が30k以上の特定事業場に対し、上乗せ排水基準の遵守の徹底を指導し、
汚濁負荷量の削減を図った。11年度は延べ62事業場へ立入。

　排水規制の適用とならない事業場や飲食店等に対し、指導指針に基づき、適切な排水の排出を指
導するなど汚濁負荷の削減に努めた。11年度は延べ40事業場へ立入。

　新潟市において、鳥屋野潟に流入する弁天橋通地区の水路に設置してある浄化施設により、流入
汚水の直接浄化を実施した。（処理水量：370k/日、ＢＯＤ除去率：33％）

　７年度から新たに１月、２月も加え、非かんがい期の９～３月に浄化用水を導水し、水質改善を
図った。また、11年度はかんがい期の中干期等農業用取水を行わない日も導水を実施した。11年度
の導水量は合計で年間40,200千k。

　みお筋拡巾しゅんせつとして11年度は2.7万kのしゅんせつを実施した。

　地元住民の積極的な協力を得て、鳥屋野潟一斉清掃（年１回）、一斉空き缶回収（年２回）を実
施した。11年度の参加者数は延べ約9,500人。

施　　策　　名�

図２－６　鳥屋野潟水環境改善計画（水質改善計画・
第三期）の施策の体系

下水道整備事業
生活雑排水対策
浄化槽対策
農業集落排水対策

特定事業場排水対策
未規制事業場排水対策
下水道整備事業

農業排水対策
畜産排水対策

流入水路浄化対策
流入汚水排除対策
フラッシング事業
しゅんせつ事業
流入ゴミ除去対策

水辺の美化促進対策
親水性の確保対策
水辺環境の保全・再生対策

開発に伴う汚濁の防止対策
富栄養化防止対策
水質の監視及び調査研究の推進
啓発事業

生活排水対策

工場・事業場排水対策

農業排水・畜産排水対策

直接浄化対策

親水性の確保・再生対策

その他の対策

表２－13 「鳥屋野潟水環境改善計画（水質改善計画・第三期）」に基づく施策の実施状況



－ 39－

づき広報やリーフレットの配布など普及啓発を推進している。農業集落排水対策は、５処理区で施設

整備が完了したことから、水洗化の促進に努めている状況である。

事業場の排水対策については、特定事業場、未規制事業場とも立入指導により、適切な排水の排出

を指導し、汚濁負荷の削減に努めている。フラッシングについては、非かんがい期の９月から３月ま

での導水に加え11年度は水質の悪化がみられるかんがい期の中干期にも導水を行った。

これらの対策の実施に伴い、環境基準点（弁天橋）におけるＣＯＤの75％値は、昭和59年度までは

10m/rを超える状況にあったが、60年度以降は10m/rを下回り、年々、徐々に改善されてきている。

11年度においては、75％値が6.0m/r、平均値が5.5m/rであり、９年度の75％値5.7m/r、10年

度の75％値5.4m/rをやや上回る結果となり、環境基準の達成には至らなかった。また、全窒素、全

燐については、11年度の平均値はそれぞれ1.5m/r、0.22m/rと最近の水質とほぼ同程度であり、依

然富栄養化のレベルにあった。水環境改善計画の目標でもある環境基準の達成を図るためには、各種

施策をより一層推進していくことが望まれる。

イ　河川等浄化対策

信濃川水系の鳥屋野潟、通船川及び栗ノ木川については、周辺における都市化の進行に伴う生活排水

や工場排水の流入により、水質の悪化がみられた。このため浄化対策の一環として、関係市町と共同で

信濃川及び阿賀野川から河川水を導入し、希釈による水質改善を図るとともに、鳥屋野潟においては、

しゅんせつにより堆積したヘドロ等の除去を実施している。

11年度の河川水の導水量は、鳥屋野潟で40,200千k/年、通船川で63,000千k/年及び栗ノ木川で

40,371千k/年である。

また、11年度の鳥屋野潟のヘドロしゅんせつ量は27,000k/年（累計しゅんせつ量約640,000k）とな

っている。

g

水銀関連対策として、阿賀野川及び関川水域等で引き続き各種調査を実施するとともに、関川水系等に

おいては、一部の水域及び魚種について食用抑制等の指導を継続実施している。

ア　阿賀野川水系

阿賀野川については、県が昭和51、52年度の２か年にわたって実施した「阿賀野川水銀汚染総合調査」

の結果、53年４月に「阿賀野川の河川環境における人工的な水銀汚染の影響は解消され、自然環境の変

動幅の範囲にある」と判断された。

その後も引き続き阿賀野川の定期監視の一環として水質、底質及び魚類について監視調査を行ってい

る。11年度調査の結果は、水銀に係る水質の環境基準を達成し、底質の暫定除去基準及び魚介類の暫定

的規制値相当を下回っており、前年度に引き続き良好な河川環境であった。

関連工場排水の監視調査結果によれば、水銀はすべて排水基準に適合しており、関連工場周辺の湧水

及び地下水についても、昭和51、52年度に行った総合調査の測定値の範囲内であった。

イ　関 川 水 系

関川水系については、48年に行った全国総点検調査の結果、一部の魚種で魚介類の水銀の暫定的規制

値を超えていることが判明し、それ以来魚類の食用抑制等の指導を実施している。

その後、調査結果等に基づき検討した結果、50年度には苗名滝上流の水域について、58年度には片貝

川第１号堰堤及び矢代川第２号堰堤より上流の水域について、63年度には保倉川支流堀切川砂防堰堤よ
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り上流の水域について、指導の解除がなされている。

また、魚体内の水銀の蓄積の程度及び魚類の生態、特性から判断して、食用に供しても差し支えない

特定の魚種についても一部指導を解除しており、52年度には関川水系全域の「アユ」、63年度には同じ

く「カワヤツメ」及び「イワナ」について、指導を解除した。

さらに、11年度には関川の主な支川（４水域）のニジマスについて、販売の自主規制及び食用抑制を

解除し、現在に至っている。

なお、53年５月には白田切川で洪水に伴う土石流が発生し、自然水銀による汚染がみられたことから、

その後は白田切川についても継続して水質及び底質の監視調査を行っている。

11年度の監視調査結果の概要は次のとおりである。

関川水系の常時監視調査

５河川、16地点で水質調査を実施した結果、すべての検体で総水銀は検出されず環境基準を達成し

た。

一方、底質の総水銀調査は、関川、渋江川、矢代川及び保倉川の４河川９地点で実施した。その結

果、全調査地点の総水銀濃度は、0.02～0.36ppmの範囲にあり、ここ数年の状況に特に大きな変化は

見られなかった。しかし、非汚染地域の河川底質の総水銀濃度（通常0.2ppm以下で、その多くは

0.05ppm前後といわれている。）と比較すると一部の地点でやや高い値も見られた。

なお、アルキル水銀は、水質及び底質のいずれの検体からも検出されなかった。

ı 工場関連調査

水銀関連３工場の排出水の監視調査の結果、いずれの検体（計24検体）からも総水銀は検出されず、

排水基準（0.005m/r以下）に適合していた。

一方、排水口周辺の底質の調査結果は検体ごとにかなりのバラツキが認められるが、最高2.65ppm

であり、過去における水銀の排出の影響が残されていることがうかがえる。しかし、いずれも環境庁

から示されている暫定除去基準（25ppm以上）内であった。最近５か年の平均値は0.03～1.66ppm

（平均値）の範囲で推移している。

なお、アルキル水銀は、排出水及び底質のいずれの検体からも検出されなかった。

白田切川監視調査

自然汚濁源が存在することが判明している白田切川の白田切橋で毎月１回、年12回の監視調査を実

施した。その結果、水質の総水銀濃度の最高値は0.0012m/rであったが、0.0005m/rを超えた検体

数は37％未満であり、環境基準を達成した。

一方、底質の総水銀濃度は2.05～3.93ppm、平均3.10ppmであり、暫定除去基準を大幅に下回って

いた。

水質と底質の最近５か年の調査結果は、表２－14のとおりである。また、水質の総水銀が高い濃度

で検出された時には、懸濁物質も非常に高い濃度で検出されており、降雨等による土砂の流出が水質

の総水銀濃度に影響を与えたものと推定される。
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平成７年度�

８

９

10

水　質（m/r）

検体数

12

12

12

12

0.0005m/rを
超えた検体数

2

3

4

1

最　小　値

0.0005未満

0.0005未満

0.0005未満

0.0005未満

最大値

0.0029

0.0049

0.0020

0.0290

環境基準
の 評 価

達成

達成

達成

達成

底　質（ppm）

検体数

6

6

6

6

平均値

5.25

3.72

4.22

3.62

最小値

3.19

2.86

2.33

1.60

最大値

8.22

4.71

6.34

5.69

年　度�

注）　総水銀に係る水質環境基準の評価の方法�
　　　年平均0.0005m/r以下であること。ただし、年間の測定値の中に検出下限値（0.0005m/r）未満が１つ以上あ�
　　る場合には、0.0005m/rを超える検体数が総検体数の37％未満であること。�

11 12 1 0.0005未満 0.0012 達成 6 3.10 2.05 3.93

º 魚類等の調査結果

11年度は暫定的規制値相当（同一魚種について、10検体（最低５検体）の総水銀含有量の平均値が

0.4ppm以上、かつメチル水銀量の平均値が0.3ppm以上）を超えるものはなかった。

なお、魚類の食用抑制の措置については、11年11月に、次に掲げる関川支川４水域のニジマスにつ

いては、これまでの販売の自主規制及び食用抑制を解除することとした。

・保倉川農業用水取水堰（浦川原村大字顕聖寺地内）より上流の水域

・櫛池川砂防堰堤（清里村大字荒巻地内）より上流の水域

・片貝川砂防堰堤（新井市大字小出雲三丁目渋江川合流点）より上流の水域

・矢代川農業用水取水堰（上越市大字石沢地内）より上流の水域

従って河川については今後、次の表のＡ欄に掲げる魚種についてＢ欄に掲げる水域において、販売

の自主規制及び食用抑制を指導することとする。

表２－14 白田切川の水質及び底質の総水銀監視調査結果

アユ、カワヤツメ

及びイワナ�

ニ ジ マ ス �

それ以外の魚種�

Ｂ　　　　　　　　　欄�

（販売の自主規制及び食用抑制を指導する水域なし）�

関川苗名滝、片貝川砂防堰堤（新井市大字小出雲三丁目渋江川

合流点）、矢代川農業用水取水堰（上越市大字石沢地内）、保

倉川農業用水水堰（浦川原村大字顕聖寺地内）及び櫛池川砂防

堰堤（清里村大字荒巻地内）より上流部以外の水域�

関川苗名滝、片貝川第１号堰堤、矢代川第２号堰堤及び保倉川

支流堀切川砂防堰堤より上流部以外の関川水系�

Ａ欄（魚種）�

ウ　直江津地先海域

直江津地先海域についても、48年度に行った水銀量調査の結果、魚介類の水銀の暫定的規制値を超え

るものがあったため、49年度から一部の魚種について漁獲規制等の指導を行い、51年度以降は「イシモ

チ」について漁獲規制等の指導を行ってきた。

11年度の監視調査の結果等の概要は次のとおりである。
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①　水質の総水銀濃度は、すべての測定地点で水質環境基準を達成していた。

②　底質の総水銀濃度は、すべての地点において暫定除去基準を下回っていた。

③　魚種は４魚種について調査を実施した結果、暫定的規制値を超えるものはなかった。

なお、漁獲規制等の措置は、10年度の調査結果をもとに、11年11月に従前の措置を継続することとし

た。従って、12年３月末現在、「イシモチ」については引き続き漁獲及び販売の自主規制並びに食用抑

制を指導している。

エ　青海地先海域

「イシモチ」について調査を行ったが、暫定的規制値を超えるものはなかった。

h

公共用水域における異常水質事案に対しては、平成元年に定めた「公共用水域における異常水質事案取

扱指針」に基づき、関係行政機関相互の迅速な通報を行うとともに、必要に応じ、原因究明調査、被害の

発生・拡大の防止措置等を実施している。このうち、信濃川、阿賀野川、関川、姫川及び荒川の各水系に

ついては、北陸地方建設局、関係の県及び市町村から構成される「水質汚濁対策連絡協議会」（荒川につ

いては水質保全連絡協議会）も設けられており、隣接県とも協力して対応することとしている。

また、万が一の事故に備え、その被害拡大の防止に寄与する資器材として、北陸地方建設局、県及び市

町村の消防・水道部局並びに民間業者において、油処理剤、油吸着資材、オイルフェンス等を備蓄してい

る。

県内における最近５年間の異常水質事案の発生件数は、表２－15に示したとおり、８年度までは１年間

当たり30数件程度で推移していたが、９年度は大幅に増加し、10年度も同程度であった。11年度の発生件

数は魚類のへい死が８件、油流出事故が31件及びその他が１件の合計40件であり、10年度に比べやや減少

した。これらの事案に対しては、原因究明を行うなど所要の対応を行った。

なお、魚類へい死の原因については、水処理施設からの汚水流出によるものが２件、薬品の流出による

ものが１件、ため池からの濁水流出によるものが１件、自然由来によるものが２件であり、残り２件は、

原因を確定するまでに至っていないものとなっている。

また、油流出事故の原因については、施設の操作ミス、油水分離槽の管理不備等によるものが多い。

種　　　　　類�

発　生　件　数�

計�

７ 年 度�

魚�

8

35

油�

25

他�

2

８ 年 度�

魚�

10

33

油�

19

他�

4

９ 年 度�

魚�

10

48

油�

36

他�

2

10 年 度�

魚�

17

46

油�

24

他�

5

年　　　　　度�

注）　魚：魚類へい死事件、油：油（石油類）流出、他：その他の事案及び水質測定局におけるシアンの環境基準超過�
　　　件数。�

11 年 度�

魚�

8

40

油�

31

他�

1

j

古くから「名水」として伝えられてきた湧水や河川等の清澄な水を紹介し、水への関心を高め、それと

ともに優れた水環境を保護する目的で、昭和59年度に県内の名水の調査を行い、表２－16に示すように新

潟県の名水をとりまとめた。この中で、環境庁が選定した名水百選に、栃尾市の「杜々の森湧水」及び津

南町の「龍ヶ窪の水」が選ばれた。

表２－15 最近の異常水質事案の発生件数
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１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

名　　　称
  か            の          また        がわ�
鹿　ノ　俣　川�
なか          と          ざわ        がわ�
中　砥　沢　川�
さね                                        がわ�
実　　　　　川�
はや                  で                  がわ�
早　　出　　川�
  さ                  ぐり                がわ�
三　　国　　川�
きよ                  つ                  がわ�
清　　津　　川�
  こ                  たき                がわ�
小　　滝　　川�
                                              いずみ�
や お き の 泉�
い い で�
飯豊のせいすい�
いわ      せ                    し      みず�
岩 瀬 の 清 水�
かつら                し                  みず�
桂　　清　　水�
やく          し            し          みず�
薬　師　清　水�
                                         し   みず�
またたび清水�
さき                  し                  みず�
幸　　清　　水�
さくら                し                  みず�
桜　　清　　水�
たつ      の      くち      し      みず�
辰 ノ 口 清 水�
  し                                          みず�
清　　　　　水�
  と      ど     の    もり  わき みず�

杜々の森湧水�
きん                めい                せん�
金　　銘　　泉�

所　　在　　地

北蒲原郡黒川村

　　　〃

東蒲原郡鹿瀬町

五泉市、中蒲原郡村松町

南魚沼郡六日町

中魚沼郡中里村

糸 魚 川 市

新 発 田 市

　　〃�

北蒲原郡笹神村

東蒲原郡三川村

　　　〃

　　　〃

新　津　市

　　〃�

三　条　市

栃　尾　市

栃　尾　市

　　〃�

形 態

河 川

〃

〃

〃

〃

〃

〃

湧 水

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

番号

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

名　　　称
おりたてしゃ   か どう        いぼみず�
折立釈迦堂の疣水�
おお さき   たき   や             みず�
大崎滝谷の水�
こん         ごう       れい        せん�
金　剛　霊　泉�
らい    でん    さま                みず�
雷 電 様 の 水�
りゅう    が     くぼ                 みず�
龍 ヶ 窪 の 水�
  で           つぼ                        みず�
出　壷　の　水�
  ご                  ぜん                すい�
御　　膳　　水�
         ちゃ  みず             い      ど�
お茶水の井戸�
おお     で       ぐち   せん     すい�
大 出 口 泉 水�
  き            そ            し          みず�
木　曽　清　水�
おお      た      ぎり      し      みず�
大 田 切 清 水�
えん        めい          し          みず�
延　命　清　水�
こう         ほう         し          みず�
弘　法　清　水�
  み      やま                  し      みず�
深 山 の 清 水�
                                                みず�
トコロテンの水�
はくさんじんじゃじゃ        くち        みず�
白山神社蛇の口の水�
おお      し      みず     ゆう   すい�
大 清 水 湧 水�
わに                  し                  みず�
鰐　　清　　水�

所　　在　　地

北魚沼郡湯之谷村

南魚沼郡大和町

　　　〃

南魚沼郡六日町

中魚沼郡津南町

柏　崎　市

　　〃�

　　〃�

中頸城郡柿崎町

新　井　市

中頸城郡妙高村

中頸城郡板倉町

東頸城郡牧村

東頸城郡松之山町

東頸城郡大島村

西頸城郡能生町

佐渡郡相川町

佐渡郡赤泊村

形 態

湧 水

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

番号

表２－16 新　潟　県　の　名　水
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a

環境ホルモン（外因性内分泌撹乱化学物質）は、科学的に未解明な点が多く残されているものの、人や

野生生物の正常なホルモン作用を撹乱し、生殖機能を阻害するなど悪影響を及ぼす可能性があるとされて

いる。

これら環境ホルモンの環境中の状況を把握するため、国、県では10年度から、新潟市では11年度から調

査を実施しており、これまでに県内の河川水51地点（一部の地点では底質・水生生物も実施）、地下水１

地点、土壌２地点、大気３地点で調査を行っている。

その結果、調査した61項目中26項目が検出され、その濃度は、概ね全国の調査結果と同じ程度であった。

しかし、フタル酸ジ－２－エチルヘキシル、アジピン酸ジ－２－エチルヘキシル、ベンゾフェノン、2，

４－ジクロロフェノキシ酢酸など一部の項目では、比較的高い値で検出された地点もあった。

s

環境ホルモンについては、未解明な点が多いこととあわせ、測定データも少ないことから、県としては、

引き続き広く環境における調査を行い、データの蓄積に努めることとしている。

a

ア　汚染の現状及び対策

環境庁は、トリクロロエチレン等の有害大気汚染物質による大気汚染を防止するため、８年５月に大

気汚染防止法を改正し、有害大気汚染物質対策を法の中に位置付け、９年４月から施行するとともに、

大気環境基準についても９年２月に設定を行った。この法改正により、指定物質となったトリクロロエ

チレン及びテトラクロロエチレンについて、乾燥施設等の指定物質排出施設毎に抑制基準が設定される

など、排出抑制対策が講じられることとなった。

県では、これらの法規制等に基づき、トリクロロエチレン等による汚染の監視を継続して実施してい

る。地下水や河川水の水質監視のための調査は、昭和59年度以来実施しており、このうち、地下水につ

いては、元年度からは水質汚濁防止法に基づき、水質測定計画を定めて実施している。測定計画に基づ

き定期的に監視している地下水の水質は、一部地域で若干、改善傾向が見られるものの、おおむね横ば

いの状況となっている。

また、環境大気については、60年度から62年度まで、県内24地点において概況調査（４日間／地点）、

63年度から８年度は通年調査（２地点）を、９年度からは有害大気汚染物質モニタリング調査を実施し

ており、汚染状況の把握に務めている。

トリクロロエチレン等による汚染の対策については、発生源対策として、水質汚濁防止法及び２年に

制定した「新潟県トリクロロエチレン等環境汚染防止対策要綱」等に基づき、事業場に対し排出規制や

指導等を行っている。また、環境対策として、５年度に、「新潟県地下水汚染対策事業補助金交付要綱」

を制定し、市町村実施の事業に対して補助金を交付することとして、地下水汚染について、その浄化の

促進を図っている。
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イ　今後の対応

県では、法令及び県生活環境の保全等に関する条例並びにトリクロロエチレン等環境汚染防止対策要

綱に基づいて、トリクロロエチレン等の使用事業場に対する立入検査の実施、報告の徴収等により、環

境汚染防止措置の一層の徹底を図るとともに、技術講習会を開催する等事業者の公害防止に係る技術や

意識の向上を図っていくこととしている。

また、環境の監視については、対象物質の使用量の多い地域を中心として、今後とも計画的に実施し

ていくこととしている。

s

ア　農業活動に起因する環境汚染対策

農薬の散布等農業活動に伴う環境汚染問題に対処するため、環境の監視測定を行うとともに、必要に

応じ、防止対策の実施を指導するなど、環境への負荷を少なくするための各種施策を推進した。

水田等に対する航空防除が昭和35年から実施されており、11年度には水稲の病害虫防除を主として、

63市町村（延べ面積110,629ha）で実施された。環境保全及び公衆衛生の観点から、庁内関係部局及び

市町村等関係機関と十分連絡調整を図りながら、「新潟県航空防除安全対策実施要領」（昭和51年５月制

定、平成５年12月改正）及び「農林水産航空防除実施指導要領」（農林水産省、昭和40年５月制定、平

成２年７月改正）により、事業計画策定段階から散布除外区域の設定等の安全対策指導を行うとともに、

事業の実施に際して、住民の保健対策を推進するため、医療機関との十分な連携を図っている。さらに、

松くい虫の航空防除についても、「森林病害虫等防除法」（昭和25年３月制定、平成９年３月改正）に基

づき、関係機関と所要の調整を行い、生活環境等への影響の防止に努めている。

イ　ゴルフ場における環境汚染対策

\ア　ゴルフ場の立地状況

12年３月末現在、県内には56ゴルフ場（18ホール以上47、18ホール未満９）が開場している。また、

造成中の３ゴルフ場を含めると、ゴルフ場の県土面積に占める割合は約0.43％となっている。

\イ　新潟県ゴルフ場における農薬等適正使用指導要綱の制定

ゴルフ場における農薬等の適正な使用等を確保し、農薬等の使用に伴う環境汚染の防止を図るため、

５年度に「新潟県ゴルフ場における農薬等適正使用指導要綱」を制定した。

この要綱に基づき、ゴルフ場に対して農薬等の適正使用や環境への影響の把握に努めるよう指導し

ており、また、農薬等の使用計画書の提出及び使用実績の報告を求めている。

なお、４年度に、病害虫・雑草のより効果的な防除と農薬の安全使用の推進を目的に「ゴルフ場芝

草病害虫・雑草防除指針」（10年３月改正）を示し、ゴルフ場で使用する農薬について、安全使用を

徹底するとともに、環境への影響に十分配慮するように指導している。

\ウ　環境保全協定の締結

ゴルフ場事業者との間に環境保全協定を締結したいという市町村の意向が強くなってきたことか

ら、県では「ゴルフ場開発に係る環境保全モデル協定」を作成し、平成元年度に市町村に通知した。

12年３月末現在で開場又は造成中の59ゴルフ場のうち40ゴルフ場で関係市町村との間で環境保全協定

等が締結されている。

\エ　環境監視調査の結果

環境庁では２年度に「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」（３
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年７月、４年12月及び９年４月に一部改正）を示し、主要な35種類の農薬について排出水の指針値

（暫定指導指針値）を設定した。この指針値と新潟県ゴルフ場における農薬等適正使用指導要綱に基

づき、県では、ゴルフ場からの農薬の流出等の実態を把握するため、11年度には49ゴルフ場で排出水

等の調査を実施した。

その結果、いずれのゴルフ場の排出水からも、暫定指導指針値を超える農薬は検出されず、環境へ

の影響は認められなかった。

d

ア　ＰＲＴＲパイロット事業

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善に関する法律（以下「ＰＲＴＲ法」という。）

に基づくＰＲＴＲ制度の円滑な導入に向けて、ＰＲＴＲの試行を通して同制度の普及啓発を行うために、

国の委託によりＰＲＴＲのパイロット事業を実施した。また、この委託事業と併せて、県単独事業で追

加的な調査を実施した。

①　対 象 地 域：上越地域

②　対象化学物質：国の委託事業の対象の176物質及び新潟県で追加的に実施する５物質、合計181物質

③　対象事業場：

業　　種～製造業、水道業、洗濯業、廃棄物処理業等

裾 切 り～従業員規模10人以上（国委事業は20人以上）

事業場数～717社（うち国委事業は438社）

イ　普及啓発の推進

ＰＲＴＲ法が11年７月に施行されたことから、同年10月、国が全国８ヵ所で実施するＰＲＴＲ法説明

会の開催に協力し、県内の事業者、行政担当者に対して同法の周知・普及を図った（新潟市で開催）。

f

化学物質による環境汚染を未然に防止する立場から、化学物質全般を包括的にとらえるために昭和48年

に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（61年５月一部改正）が制定された。この法律に基

づき、既存及び新規の化学物質は、難分解性、生体蓄積性及び慢性毒性等について審査され、それらの性

質を有するもの及び疑いのあるものについては、第一種特定化学物質、第二種特定化学物質及び指定化学

物質に指定され、製造、輸入等の規制が行われている。

11年10月末現在で、ＰＣＢ等９物質が第一種特定化学物質に、トリクロロエチレン等23物質が第二種特

定化学物質に、クロロホルム等292物質が指定化学物質に指定されている。

県では、昭和49年から化学物質の存在状況について継続的に調査しており、今後とも状況の推移を監視

していくこととしている。

11年度は、信濃川下流（平成大橋）で水質、底質及び魚介類についてトリブチルスズ化合物等47物質の

調査を行った。
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第６　資源の循環利用と廃棄物の適正処理

a

平成10年度の県内の一般廃

棄物（ごみ）の排出量は、表

６－１のとおり、1,056tであ

り、ここ数年、生活様式の多

様化等に伴い、微増から横ば

いの傾向にあったが、９年度

から減少、10年度も僅かに減

少した。

また、その処理状況は表

６－２のとおりであり、市町

村の分別収集や住民団体等の

資源回収等によるごみの再資

源化量は109千tであり、再資

源化率（リサイクル率）は

10.3％となっている。

県では、環境への負荷を軽

減化する循環型社会の形成に

向けた取組を進めることと

し、容器包装リサイクル法の

施行による再資源化率向上を

踏まえ、９年度に「新潟県ご

み減量化リサイクル行動指

針」を策定し、県民・事業

者・行政が一体となった全県

的なごみ減量化・リサイクル

行動の推進を図っている。

ご み の 総 排 出 量

内
訳

１人１日当たり排出量(ｇ/日)

生 活 系 ご み

事 業 系 ご み

６

1,061

776

285

1,165

７

1,070

774

296

1,170

８

1,078

771

307

1,181

９

1,059

738

321

1,161

10

1,056

740

316

1,158

 〃 全国平均� 1,106 1,105 1,114 1,112 未発表

年　　　　度�
（単位：千ｔ／年）�
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ご
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ごみの再資源化量�

ごみの再資源化率�

図６－1 ごみの再資源化量の経年変化

表６－１　ごみの排出量の推移

総 　 排 　 出 　 量（Ａ）�

処

理

の

内

訳

�

再 資 源 化 率 Ｂ ／ Ａ（％）�

市 町 村 等 の 処 理 量 �

自 家 処 理 量 �

焼 却 処 理 �

直 接 埋 立 �

再 資 源 化（Ｂ）�

６

1,061

1,048

825

153

70

13

6.6

７

1,070

1,059

837

143

79

11

7.4

８

1,078

1,067

852

120

95

11

8.8

９

1,059

1,051

854

96

101

８

9.5

10

1,056

1,050

852

89

109

６

10.3

年　　　　度�
（単位：千ｔ／年）�

表６－２　ごみ処理状況の推移
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d

ア　新潟県ごみ減量化リサイクル行動指針の策定

県民一人当たりのごみ排出量は、全国平均を上回っているのに対して、その再資源化率は逆に下回っ

ている。「地球資源の有効利用」、「ひっ迫する最終処分場の延命化」、「ダイオキシン対策」などのため、

ごみの発生量を抑制し、リサイクルを進めることが重要な課題となっている。

このため、県では県民・事業者・行政が一丸となってごみの減量化とリサイクルを推進していくため

に「ごみをつくらない・ごみをださない・リサイクルを徹底する」という基本的な方針によって県民・

事業者・行政が実践すべき具体的な行動とごみの排出抑制の目標及びリサイクルの目標を示した「新潟

県ごみ減量化リサイクル行動指針」を10年３月に策定し、ごみの減量とリサイクルに取り組んでいる。

①　目　標　値（平成18年度の目標）

・排出抑制の目標値

予測排出量（1,269千ｔ）の20％を削減する。

・リサイクルの目標値

減量後の排出量の20％を再資源化する。

s

ア　現　　　状

産業廃棄物の発生及び処理状況を把握し、産業廃棄物の処理対策の推進に資するため、11年度に産業

廃棄物実態調査を実施した。

この調査結果によると、10年度の産業廃棄物の排出量は新潟県全体で7,911千tと推計されている。

産業廃棄物は、おおむね焼却・脱水・破砕等の中間処理により減量化された後、再生利用又は最終処

分される。

全体排出量7,911千ｔのうち、農業、鉱業を除いた5,678千ｔの処理処分状況は、再生利用が2,049千ｔ、

中間処理による減量化が3,200千ｔ、最終処理場が413千ｔ、保管等が16千ｔとなっている。

イ　「第四次新潟県産業廃棄物処理計画」の推進

県では、８年４月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）第11条の

規定に基づき第４次産業廃棄物処理計画を策定し、県内におけるその適正処理を推進している。

この計画では、「環境への負荷の少ない循環型社会を構築する」ことを基本理念とし、①発生抑制・

再生利用・減量化の促進、②適正処理の確保、③処理施設の確保、の３点について、その課題とその対

応の基本方針を示すとともに、再生利用・減量化等の目標値を設定するなど12年度までの計画期間中に

産業廃棄物に関する県の施策の方向を定めることによって、県、事業者、処理業者、市町村、県民それ

ぞれが共通の認識に立って自主的に又は協力して取り組むべき役割を明らかにしている。

ª 再生利用等の目標値の設定

再生利用・減量化を具体的かつ計画的

に推進するために建設廃材、下水道汚泥、

その他の産業廃棄物のそれぞれについて

検討し、その結果を踏まえて右の目標値

を設定した。

排 出 量

再生利用量等

埋 立 処 分 量

12年度予測値

5,393

4,573

782

目 標 値

5,297

4,870

389

 96　削減

297　増加

393　削減

（単位：千ｔ）�
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②　行 動 目 標

・県民・事業者の総参加によるごみの排出量の抑制

・リサイクルシステムの構築

・環境に配慮した生産活動や消費行動への転換

今後も、この指針に基づき、目標の達成に向けて県民・事業者・市町村・県が相互に連携しながら一

体となった取組を推進する。

イ　容器包装リサイクル法に基づく分別収集の実施

ガラスびん、缶、ペットボトルなどの容器包装廃棄物の減量化・リサイクルを促進するため、７年に

公布された「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法）」

に基づき県内の全市町村（112市町村）が分別収集計画を策定しており、11年度は108市町村が分別収集

を実施した。当県の収集実績は表６－３のとおりである。

新潟県�

計　画　量�

実　績　量�

収　集　率�

ガ　ラ　ス　び　ん�

無　色�

9,080

7,944

87.5％

茶　色�

7,122

6,883

96.6％

その他�

2,628

3,045

134.3％

ペ ッ ト�
ボ ト ル�

1,661

1,870

112.6％

缶�

スチール�

13,926

10,902

78.3％

アルミ�

3,631

3,467

95.5％

紙パック�

946

91

9.6％

合　計�

38,634

34,202

88.5％

�

（単位：ｔ／年）�

注）　収集率＝実績量÷計画量×100（％）�

ウ　ごみの減量化・リサイクルの促進

11年度には、10月を「マイバックキャンペーン（買い物袋持参運動）」期間とし、ごみの減量化・リ

サイクルに対する認識を深めるとともに、小学生向けの啓発用ビデオ「ぼくらのインターネット大冒険」

を作成して、県内小学校に配布するなど普及啓発に取り組んでいる。

また、市町村が実施するごみに関する広報活動や集団回収など住民参加型のごみ減量化・リサイクル

活動に対する支援を実施した。

f

産業廃棄物の減量化とリサイクルの促進を図るため、産業廃棄物の再生利用処理施設の設置に対する貸

付金制度の活用の促進を図っている。

また11年度には、廃プラスチック類を資源化することを目的として、事業者・再生事業者等の意見を参

考に「廃プラスチック類のリサイクルプラン」を策定し、事業者の再資源化への取り組みが図られるよう

配布した。

a

県内の一般廃棄物の処理施設の現状は、表６－４のとおりであり、能力的には一応の充足が図られて

いる。しかしながら、最終処分場については一部地域によっては適正な処分場がなく、他の地域の処分

場に搬入されている状況があり、適正な処分場の建設が急がれることや、し尿処理施設では老朽化した

施設も多いことから、今後、計画的な整備を図る必要がある。

表６－３　分別収集実績（11年度）
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�

し 尿 処 理 施 設(s／日)

ご み 焼 却 施 設(ｔ／日)

粗大ごみ処理施設(ｔ／日)

リサイクルプラザ(ｔ／日)

最終処分場(埋立残余容量千k)

11年度末�

施 設 数

38

41

20

 4

45

施設能力

2,943

3,755

577

263.5

1,717

また、ごみ焼却施設について

は、11年度に実施した各施設の

排ガス中のダイオキシン類の濃

度は、全ての施設が、基準値の

80ng以下となっているが、41施

設中17施設が恒久対策の目標値

を達成できていない。

これら施設は、改修等の計画

を有しているが、その計画の着

実な遂行はもとより、可能な限

り前倒し、早期にダイオキシン

類の排出削減を図ることが必要

となっている。

一般廃棄物処理施設の管理

は、市町村及び一部事務組合に

おいて定める維持管理基準に基

づき行われているが、県として

も、各施設の排ガス、排水等立

入検査（機能検査）の実施のほ

か、自主検査の結果に基づき適

正な維持管理の指導を行ってい

るところである。

イ　し尿処理施設の状況

し尿処理の推移は表６－５の

とおりであり、10年度の衛生処

理率は99.2％、水洗化率は74.9％

と年々向上してきている。

また、し尿・浄化槽汚泥の収

集量及び処理状況の推移は、表

６－６のとおりであり、下水道

の整備の進展から、減少傾向が

続いている。

ウ　浄化槽対策

浄化槽は身近な水洗化施設と

して普及が進んでいたが、近年

の下水道の普及にあわせ設置総

基数は減少してきている。普及

状況は表６－７のとおりである。

表６－４　一般廃棄物処理施設の状況

総 人 口

衛
生
処
理
人
口

自 家 処 理 人 口

水
洗
化
人
口

計画収集人口

計

公共下水道

浄　化　槽

計

５

2,490

499

1,045

1,494

948

2,422

48

６

2,495

508

1,084

1,592

864

2,456

39

７

2,497

566

1,097

1,663

801

2,464

33

８

2,500

638

1,102

1,740

731

2,471

29

９

2,500

708

1,091

1,799

677

2,465

24

10

2,499

759

1,114

1,873

608

2,481

18

区　　　分�

（単位：人）�

注）浄化槽人口にはコミュニティ・プラント人口を含む�

表６－５　し尿処理の推移

し 尿 等 総 排 出 量 �

市
町
村
等
の
処
理�

自 家 処 理 量 �

下 水 道 投 入 �

し尿処理施設�

農 村 還 元 等 �

計�

５

983

14

945

0

959

24

６

958

13

925

－

938

20

７

950

13

920

－

933

17

８

952

14

923

－

937

15

９

907

15

881

－

896

11

10

892

14

868

0

882

10

区　　　分�

（単位：千s／年）�

表６－６　し尿収集の状況

浄化槽基数�

�

�

増 加 基 数 �

単独処理浄化槽�

合併処理浄化槽�

７

284,353

275,399

8,954

5,823

８

289,903

279,455

10,448

5,550

９

288,027

276,646

11,381

－1,876

10

286,690

274,149

12,541

－1,337

11

285,607

271,530

14,077

－1,083

区　分�

（単位：基数）�

表６－７　浄化槽の設置状況
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また、生活排水処理の観点から国庫補助制度の活用や県単独補助制度を設けて合併処理浄化槽の普及

促進を図っているところであるが、当県ではまだ全国に比べ普及が遅れており、11年度の浄化槽設置基

数9,260基に対し、合併浄化槽は1,740基（合併処理浄化槽新設率：新潟県18.8％・全国65.8％）と他県に

比べ低位にとどまっている。

また、浄化槽管理の徹底を図るため、浄化槽行政立入検査を実施しているほか、浄化槽法に基づく浄

化槽法定検査の受検について浄化槽設置者を指導している。なお、20人槽以下の浄化槽については県の

告示に基づく放流水検査を補完的に実施している。

浄化槽の保守点検を業とする者に対し、新潟県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和60年県

条例34号）により、知事登録の義務を課し、業務の適正化について指導している。

エ　一般廃棄物処理の課題と対応

一般廃棄物の処理については、かつての焼却による衛生処理、減容主体の処理に代わって、より環境

への負荷の少ない高度な処理とリサイクルの推進が求められる状況になっている。

ダイオキシン対策としては、排ガスの高度処理による対策はもとより、ごみの排出量の削減やリサイ

クルを推進し、焼却量の抑制も必要とされているほか、焼却灰等のダイオキシン対策としては、焼却灰

の溶融固化処理といった新たな高度処理も必要な状況になっている。

また、資源循環型社会の構築のため、リサイクル施設の充実と、ごみ処理から生ずる熱エネルギーも

発電や給湯等に活用することが求められており、施設建設費や施設の運営費にも多額の経費がかかるこ

とが予想されている。

今後は、さらに、計画的な整備を進めていくとともに、高度処理が可能な施設を効率的に整備するた

め広域的な対応を進めていく必要がある。

s

ア　処理の現状

11年度に実施した産業廃棄物実態調査によると、10年度の産業廃棄物の総排出量7,911千ｔの種類別、

業種別ごとの排出量は図６－２及び図６－３に示すとおりである。

汚　泥
55.8％

がれき類
19.8％

動物のふん尿
14.9％

木くず　2.1％

金属くず　1.3％ その他　4.5％

製造業
35.6％

建設業
23.0％

農　業
15.0％

鉱　業
13.2％

電気・�
水道業�
12.8％�

その他　0.4％

鉱さい　1.6％

排　出　量
7,911千ｔ
100%

排　出　量
7,911千ｔ
100%

図６－２　10年度産業廃棄物種類別排出状況 図６－３　10年度産業廃棄物業種別排出状況
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排出業者及び処理業者からの処理実績報告によれば、10年度に県内の最終処分で埋立処分された産業廃

棄物の量は、表６－８のとおり427千ｔとなっており、11年３月末現在の最終処分場の残存容量は表６－

９のとおり約3,601千kとなっている。

安
定
型�

管
理
型�

合
　
　
計�

事　　業　　者�

処　理　業　者�

小　　　計�

事　　業　　者�

処　理　業　者�

小　　　計�

事　　業　　者�

処　理　業　者�

計�

地　　　　区�

9

0

9

16

0

16

25

0

25

0

163

163

5

149

154

5

312

317

3

60

63

17

5

22

20

65

85

９年度実績�

17

321

328

51

178

228

68

499

567

計�

12

223

235

38

154

192

50

377

427

区　　　　分�
上　越� 中　越� 下　越�

（単位：千ｔ）

安
定
型�
管
理
型�

合
　
　
計�

事　　業　　者�

処　理　業　者�

小　　　計�

事　　業　　者�

処　理　業　者�

小　　　計�

事　　業　　者�

処　理　業　者�

計�

地　　　　区�

49.7

11.2

60.9

201.2

0.0

201.2

250.9

11.2

262.1

5.6

875.5

881.1

10.8

2,068.7

2,079.5

16.4

2,944.2

2,960.6

55.4

223.4

278.8

88.1

11.1

99.2

143.5

234.5

378.0

残存年数�
（年）�

11.6

6.2

6.5

9.9

16.9

15.5

10.3

10.6

10.5

計�

110.7

1,110.1

1,220.8

300.1

2,079.8

2,379.9

410.8

3,189.9

3,600.7

区　　　　分�
上　越� 中　越� 下　越�

（単位：千k）�

注）　建設中のものは含まれていない。�

表６－10 産業廃棄物処理業の許可状況

県 知 事 許 可 件 数 �

新潟市長許可件数�

産　業　廃　棄　物�
収　集　運　搬　業�

1,619

566

産　業　廃　棄　物�
処　　　分　　　業�

247

39

特別管理産業廃棄物�
収　集　運　搬　業�

230

118

特別管理産業廃棄物�
処　　　分　　　業�

24

7

許 可 の 区 分�

（12年３月末現在）

イ　処理の課題と対応

産業廃棄物の適正処理指導

産業廃棄物の適正処理の徹底を図るため、排出事業者及び処理業者の処理施設等の立入検査を実施

し、表６－11に示す内容の行政指導を行った。（特にダイオキシン対策を実施するため、廃棄物焼却

施設に対する構造基準及び維持管理基準の遵守について指導した。）

表６－８　産業廃棄物最終処分実績（10年度）

表６－９　産業廃棄物最終処分埋立残存容量（11年３月31日現在）
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表６－11 産業廃棄物立入検査等における指導状況（11年度）

事 業 者 �

処理業者�

計�

保管方法�
�
の 改 善 �

中間処理�
の方法の�
改 善 �

最終処分�
の方法の�
改 善 �

処理施設�
の許可の�
申 請 �

技術管理�
者 等 の �
選 任 �

委託方法�
�
の 改 善 �

処理業の�
許 可 ・ �
変更許可�
の 申 請 �

処理業の�
変更届出�
の 申 請 �

帳 簿 の �
�
整 理 �

そ の 他 �

指 導 の 内 容 �

233

214

447

185

111

296

38

33

71

4

4

8

2

0

2

45

17

62

0

1

1

－

6

6

32

4

36

79

52

131

計�

618

442

1,060

設置者の区分�

（単位：件数）�

ı 県外産業廃棄物処理対策

近年、高速交通体系の整備と首都圏での埋立処理場の確保が困難なことなどの状況から、県外事業

所等で発生した産業廃棄物が多量に流入して、当県の産業廃棄物処理計画の円滑な推進に支障をきた

すおそれが生じてきた。

このため、県では、２年度に「新潟県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要綱」を制

定し、県外産業廃棄物の搬入や処分の計画を事前に把握して必要な指導を行っている。

産業廃棄物処理施設に関する指導

県では、３年度に「新潟県産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱」を制定し、

適正な処理施設設置のための指導を強化している。

º 広域処理体制の整備

最終処分場の整備は、用地の確保難や住民の理解が得にくいことなどにより排出事業者や産業廃棄

物処理業者が自らの努力で確保することが、極めて困難な状況になっている。

一方、近年における産業経済活動の発展に伴い、産業活動から発生する廃棄物が増大し、質的にも

多様化している。これらの廃棄物の適正な処理は、生活環境の保全はもとより、当県における産業活

動の円滑な進展のためにも重要であり、最終処分場の整備は緊急を要する課題となっている。

このような状況から、公共関与による最終処分場を整備することとして、県、市町村、民間の共同

出資による「財団法人新潟県環境保全事業団」を４年度に設立し、三島郡出雲崎町において施設建設

を進め、11年４月から供用を開始した。

« 不法投棄対策

県内の悪質な事案に対応するため、９年４月から捜査的手法に精通する警察からの出向者を加えた

廃棄物特別監視員を廃棄物対策課に配置し、監視を重点的に実施している。さらに、11年度には５保

健所にも廃棄物特別監視員を配置している。

不法投棄等の行われやすい、早朝、夕方等にも監視を行うため、10年４月から上越保健所に、さら

に11年４月から２名の廃棄物巡視員を長岡保健所に配置して不法投棄等の未然防止に成果をあげてい

る。

なお、12年４月からは新発田保健所にも２名の廃棄物巡視員を配置している。

また、各保健所単位に「地区廃棄物不法処理防止連絡協議会」を設立し、保健所、市町村、産廃協

会等の関係機関との連携強化を図っている。

また、11年４月から保管基準が明確になったので、適正保管を指導した。


